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議長／これより、本日の会議を開きます。 

まず、諸般の報告をいたします。 

西本正俊議員、宮本議員より本日、清水議員より本日と明日、欠席したい旨の届出があり

ましたので、御報告いたします。 

清水議員より発言通告書の提出があり、本日、質問予定でありましたが、会議規則50号第

５項の規定により発言権を失いましたので、御了承願います。 

また、警察本部長江口君より、本日と明日、欠席したい旨の届出があり、説明者として、

地方自治法第121条の規定により、公安委員会委員春木麻紀子君の出席を求めておきました

ので、御了承願います。 

本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりと定め、直ちに議事に入ります。 

日程第１を議題といたします。 

これより、８日の本会議に引き続き、各議案に対する質疑及び県政全般にわたる質問に入

ります。 

よって発言は、お手元に配付いたしました発言順序のとおりに願います。 

笹原君。 

 

笹原議員／おはようございます。 

自民党福井県議会の笹原修之でございます。 

事前の通告に従いまして、質問と提言をさせていただきます。 

まず、初めての一般質問ということで、不慣れではございますが、どうぞよろしくお願い

いたします。 

まず、北陸新幹線福井開業の新時代に向けた取組について、３点お伺いいたします。 

私は、平成14に東京からＵターンして帰福し、社業と地域活動を通じてまちづくりに関わ

ってまいりました。 

中でも、平成18年より約15年にわたり、あわら市で観光案内所の運営にも関わってまいり

ました。 

特に、平成27年の北陸新幹線金沢開業時には、福井県の北の玄関口として全国から訪れる

観光客の第一印象が決まるとも言われる観光案内所の対応を充実させるべく、観光コンシ

ェルジュ育成事業や広域観光案内にも取り組みました。 

そして、記憶に新しい平成30年の豪雪のときにも、移動手段に困り果てる観光客のために

夜遅くまで観光案内所を開け、最後の１人まで無事に見送ることができました。 

そんな経験の中でよく耳にしたのが、電車とバスの乗り継ぎの悪さです。 

県外からの誘客で一番大事なのは、二次交通のアクセスのよさとも言われます。 

大型宿泊地であるあわら温泉にチェックインする前に観光地を訪れる方は非常に多く、１

時間に１本しかないバスを乗り過ごすと観光客を足止めしてしまい、芦原温泉駅から東尋

坊や永平寺、恐竜博物館などの観光地に行けない、もしくは、行くことはできるが帰って

くることができないというアクセスの悪さが浮き彫りになっていました。 

このような事態になるのは、観光客と一番身近に接する現場の方々の声がうまく取り入れ

られていないからではないでしょうか。 
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また、駅から周辺観光への二次交通アクセスが悪く、近隣の観光地である金津創作の森や

吉崎御坊、北潟湖などへの路線バスはなく、観光客向けのバス事業は週末のみ運行、また、

観光タクシー事業は乗降地点に制限があり、目的地の目の前まで行けないのが現状です。 

観光パンフレットにはいろいろな観光地が掲載されていても、実際には行きにくい観光地

が多く、がっかりした反応を見せる観光客を旅の出発点である駅の観光案内所において多

く見受けられました。 

このたびの北陸新幹線福井開業に対する県民の期待度は高く、まさに福井県の新時代が訪

れようとしているのは明らかです。 

そこでお伺いします。 

県は福井県嶺北地域公共交通活性化協議会を設置し、新幹線駅からの利便性の高い二次交

通整備について、市町や交通事業者などと協議を進めていますが、観光案内所や観光地の

店舗スタッフなどからしっかりと意見を聴取し、観光地につながらない交通アクセスを改

善すべきだと考えますが、県の所見を伺います。 

また、観光地の魅力のみならず、移動手段となる車両自体にも魅力が必要であると考えま

す。 

東京都池袋では、主要スポットを20分間隔で巡る真っ赤な10輪車のイケバスが人気を博し

ており、一度は乗ってみたい、乗ること自体が観光目的となるよう仕掛けられております。 

県内では、県都にぎわい創生協議会において、福井駅周辺からの移動を楽しめる仕掛けづ

くりということで、二次交通エンタメ化プロジェクトが計画されているとお聞きしており

ます。 

恐竜列車や戦国列車、また、ドイツの路面電車レトラムの運行や恐竜バスの運行など、わ

くわくするような乗り物に加え、そして、勝山市内では２階建てのオープントップ型のロ

ンドンバスや新モビリティふくトゥク、カニがラッピングされた越前ガニバスなど、ユニ

ークな車両がイベント的に運行されるということです。 

今後、福井駅で実施するそのようなよい事例を、他の新幹線各駅にも広げていく必要があ

ると考えます。 

そこで、お伺いいたします。 

県は、地域公共交通計画策定事業において新幹線駅の交通ネットワークの充実と利便性向

上を図るとありますが、新幹線開業に向けて福井駅以外の新幹線各駅においてもユニーク

な車両を導入するなど二次交通の充実が必要と考えますが、県の所見をお伺いします。 

全国の地方と呼ばれる観光地は、観光誘客に当たり、どこも同じようにこぞって自然を売

りにする傾向にあります。 

しかし、関東方面、特に東京からの誘客は、高尾山よりも魅力的な自然や体験が求められ

ると言われております。 

福井県におきましても、ツリーピクニックアドベンチャーいけだや芝政ワールドなど、都

会では体験できない大自然を満喫できるアウトドア施設、また、大野市には開業１年目で

目標来場者数の２倍となる75万人が訪れるほどの人気の道の駅荒島の郷もありますが、そ

のような施設は簡単に増やすことはできないと思います。 

福井県の観光客入込数を見ましても、コロナで旅行が低迷していることもありますが、令
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和３年は令和元年に比べ、全体で68.3％、東尋坊は同比較で31.9％、恐竜博物館・かつや

ま恐竜の森が42.4％と、大幅に減少しています 

しかしながら、観光誘客は新しい施設を造らなくとも、既存施設の利用方法の見直しでも

増加することができるのではないでしょうか。 

最近はコロナの影響もあってか、キャンプや屋外スポーツがブームとなっておりますが、

例えば私の地元で申しますと、多目的体育館とグラウンド、遊具施設などを兼ね備えた総

合公園、トリムパークかなづ、こちらにグラウンドゴルフを場を併設してみたり、また、

サイクリングパークや貸しボートを有する北潟湖畔公園にオシャレなカフェやオートキャ

ンプ場を兼ね備えてみたりするなど、既存施設の利用方法を少し変えるだけで充分な観光

誘客が可能ではないでしょうか。 

そこで、お伺いいたします 

コロナ禍で観光客が停滞しているこのような時期だからこそ、新幹線開業に向けて自然環

境を活用した既存施設の積極的な利用方法の見直し、また、それに対する支援が必要と考

えますが、知事の所見をお伺いします。 

どうぞよろしくお願いします。 

 

議長／知事杉本君。 

 

杉本知事／笹原議員の一般質問にお答えを申し上げます。 

笹原議員におかれましては、今もお話いただきましたけれども、県外に出られて生活をさ

れた御経験をお持ちで、帰られてからも観光を中心に様々なことに関わっていただいて、

特に、今の御質問にもありますけれども、豊かな自然ですとか人の営みとか、あとコミュ

ニティ、こういったこととか郷土愛とかつながりとか、こんなことを大切にされて政治活

動をされていると伺っているところでございます。 

これからの御活躍を心からお祈り申し上げます。 

私からは、その中の新幹線開業に向けた自然環境を活用した既存施設の利用方法の見直し

ですとか、支援についてお答えを申し上げます。 

福井県でこれから新幹線がやってくるということになります。 

中部縦貫自動車道で、中京からもたくさんのお客様が来られる、このときの一つの大きな

売りとしては、やはり豊かな自然、また人の営みということになろうかと考えているとこ

ろでございます。 

そういう意味では、福井県では観光地の磨き上げということで、平成28年度から周遊滞在

型の観光推進事業ということを行わせていただいておりまして、例えば自然環境の面で言

えば、若狭町の熊川宿のところからトレイルができるような、そういった場所、道の整備

等も行っておりますし、また、レインボーラインのところの梅丈ヶ岳の山頂公園、ここの

ところも行っていただくとお分かりいただけると思いますが、ここ二、三年で大変に、今

まであったものをリニューアルすることで、例えば最近で言えば展望レストラン、こうい

ったものも造って、たくさんのお客様が、またコロナ禍ですけれども、過去に上回ってお

客様が来られている、こういうこともされているわけでございます。 
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また、六呂師高原についても、今はまだ、以前のゲレンデのところをどう整備するか議論

中ですけれども、ここも自然環境を生かしながら、星空を生かしながら、ファミリー向け

の宿泊滞在型の施設ができないかといったことで議論もさせていただいておりますし、ま

た、さらには近県ですけれども、富山県の富岩運河、ここも、以前はごみ捨て場のような

ところだったところが、さらにここのところに手を掛けることで、スタバがあったりして

環水公園になったりして、とてもたくさんのお客様が来るようになっている、こういう例

もあるわけです。 

身近なところでも、越前市の中央公園のところにだるまちゃん広場というのができて、ス

タバもできて、たくさんのお客さんが来ている、こんな例もあるわけでして、そういう意

味では、今あるものを、今まであったものに少し手を加えることでたくさんのにぎわいを

生むということは十分可能だというふうに思っているところでございます。 

こういうところに、ハード面だけじゃなくて、例えば観光連盟なんかが人材を派遣したり

とか、ソフト面の助成をする、こういったことの支援も行っているところでございまして、

御指摘いただきましたような北潟湖、アイリスブリッジもあったりとか、それから北のほ

うには吉崎御坊があったり、とても可能性があるところだと思います。 

これも含めて、市や町からいろんないい御提案があれば、我々としてもしっかりと応援を

させていただいて、お金をそれほどかけなくても大きな効果を生む、そういう観光施設に

生まれ変われると思いますので、しっかりと県としても応援してまいりたいと思っている

ところでございます。 

 

議長／地域戦略部長吉川君。 

 

吉川地域戦略部長／私からは２点、まず新幹線駅からの二次交通について、観光案内所な

ど現場の意見を聴取した交通アクセスの改善についてお答えをいたします。 

芦原温泉駅から県内主要観光地へのアクセスにつきましては、休日は東尋坊行きの路線バ

スが30分ごとに、そして、丸岡城、永平寺には路線バス、または直通バスが１時間ごとに

運行をしております。 

このエリアは比較的利便性が高いエリアというふうに認識をしておりますが、今後、新幹

線等の乗り継ぎ、これを考慮し、ダイヤを見直すなどの改善も必要と考えているところで

ございます。 

また、金津創作の森、吉崎御坊、北潟湖など、あわら市内観光地へのアクセスは、市が運

行しています休日のみの周遊バスですとか周遊タクシーしか移動手段がないことから、さ

らに利便性が高い二次交通となるよう、あわら市におきましては、観光関係者とも意見交

換を行っており、来年度からの見直しを検討しているというふうにお聞きをしているとこ

ろでございます。 

県としましては、北陸新幹線開業を令和６年春に控え、新幹線駅から観光地への二次交通

の整備は大変重要な課題であるというふうに考えておりまして、市町や地元観光者の意見

もしっかりとお聞きをし、観光アクセスの改善を図ってまいります。 

次に、福井駅以外の新幹線各駅におけるユニークな車両の購入などの二次交通の充実につ
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いてお答えをいたします。 

今年度から来年度に向けて策定を進めている嶺北地域公共交通計画におきましては、現在、

新幹線駅から主要観光地へのアクセスについて現状分析等を行っているところでございま

す。 

今後、路線の充実に加えまして、観光地をイメージした車両のラッピングですとかＡＲ技

術を活用した映像を車内で楽しめる観光バスの導入など、二次交通のエンタメ化のアイデ

アを沿線市町、交通事業者とともに検討していきたいと考えてございます。 

また、えちぜん鉄道及び福井鉄道で実施しているデジタルスタンプラリーの県内全路線へ

の拡大ですとか、ハピラインふくいへの観光列車の導入、こういったものについても検討

してまいります。 

そして、乗って楽しい、乗りたくなる二次交通の充実を図ってまいります。 

 

議長／笹原君。 

 

笹原議員／ありがとうございます。 

ぜひ、新しい時代に向けて施設の磨き上げと、そして、わくわくするような二次交通を期

待しております。 

続きまして、災害に強い観光地について３点、お伺いいたします。 

県においては、平成30年から令和４年にかけて重要インフラの機能強化を行い、防災・減

災、国土強靭の加速化・深化を図るため、国土強靭化地域計画を策定されております。 

この策定目的は、大規模自然災害が発生した場合の起きてはならない最悪の事態を設定し、

事態の回避・被害最小化に向けた防災・減災の対策、成果目標を提示するとあります。 

また、福井県の高速交通におきましては、北陸自動車道、舞若道、そして、2026年予定の

中部縦貫自動車道など、そして、加えて本県の背骨とも言える国道８号を含めた広域交通

ネットワークを構築しております。 

そこで、お伺いいたします。 

福井県の大動脈である北陸自動車道と国道８号が、今回の水害や近年の雪害によって通行

止めになった際、代替路線の必要性が明らかになりましたが、迂回路の充実についてどの

ように考えているのか、知事の所見をお伺いいたします。 

県内随一の宿泊地であるあわら温泉は、福井県内のホテル、旅館における収容人員の約半

数、52.7％を占めており、これまでのコンベンション開催時には宿泊先となることも多く、

福井県観光のベッドタウンでもあります。 

しかし、豪雨や豪雪時には、幹線道路通行止めによる宿泊キャンセルが相次ぐなど、災害

の影響を受けやすい観光地でもあります。 

また、近年ではコロナの影響もありますが、健康増進を図る目的でサイクリングの人気も

出てきており、特に北潟湖周道路のサイクリングロードには、休日には多くのサイクリス

トが風を切って走っております。 

しかしながら、このサイクリングロードとして使用されている国道305号は、場所によって

は整備が進んでいないのが現状であり、また、土砂災害の危険性があることも認識されて
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おり、防災・減災、国土強靭化のための５か年加速化対策の対象路線にもなっております。 

このような道路状態は、災害時の代替機能を有する路線としても、決して安全な状態であ

るとは言えません。 

観光と災害は背中合わせの側面を持っているだけに、両方を同時に整備促進していけなけ

ればなりません。 

そこでお伺いいたします。 

土砂災害対策が必要な整備対象路線と北潟湖サイクリングロードという両面を併せ持つ国

道305号の災害対策の整備進捗につきまして、県の所見をお伺いいたします。 

また、北潟湖サイクリングロードの未整備区間に対する進捗状況と今後の対応について、

県の所見をお伺いいたします。 

 

議長／知事杉本君。 

 

杉本知事／私から、北陸自動車道と国道８号が通行止めになった際の迂回路の充実につい

てお答えを申し上げます。 

今回の大雨災害で、御指摘のとおり嶺南と嶺北の通行が遮断された、この経験の中で、一

つ中部縦貫自動車道、ここが大変大きな役割を果たしたというふうに認識をいたしている

ところでございまして、そういう意味では、リダンダンシーといいますか、交通の代替路

線というものをしっかりと確保する、こういうことがいかに重要かということを再認識い

たしたところでございます。 

こういうことから、先月の26日にはの国土交通省の豊田副大臣に、また、先月29日には渡

辺近畿地方局長に対しまして、例えば国道８号線で言えば、敦賀防災、もしくはその北側

の南越前町の大谷までのバイパスの整備、それですとか、北陸自動車道の早期全線の開通、

さらには中部縦貫自動車道の早期全線開通と北陸道の土砂流出の防止、こういったことに

ついて強く求めたところでございます。 

また、昨年の１月、さらにはその３年前にも、今度は石川県との県境部分で、これは国道

８号線、大きな渋滞を招いたわけでございまして、こういったところではやはり牛ノ谷、

それから金津道路、こういったものの整備も急務であるというふうに考えているところで

ございます。 

こうしたことから、引き続き県といたしましては、国、ＮＥＸＣＯに対して、交通を災害

時でもネットワークが確保できるような、そういったものに変えるように強く求めてまい

りたいと考えているところでございます。 

 

議長／土木部長髙橋君。 

 

髙橋土木部長／私から２点、お答えを申し上げます。 

まず１点目、国道305号の災害対策の整備進捗状況についてお答えを申し上げます。 

国道305号は、越前海岸の観光道路、地域住民の生活道路として重要な路線でございます。 

この路線につきましては、道路防災総点検によりまして、対策が必要な箇所を抽出して、
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優先度の高いところから順次工事を進めているところでございます。 

当路線において対策が必要な斜面は、これまで点検で判明した223か所に対しまして、79

か所で対策工事を終了しております。 

現在は、福井市から南越前町間の６か所で落石防護柵などの工事を行っておりまして、こ

れらについては国土強靱化予算を使用して推進しているところでございます。 

引き続き着実に工事を進めていくとともに、定期的な道路パトロールや点検を実施しまし

て、国道305号の安全性を高めていきたいと考えてございます。 

次に、北潟湖サイクリングロードの整備についてお答え申し上げます。 

北潟湖畔周遊サイクリングロードにつきましては、北潟湖南周遊コースの自転車専用道路

が平成10年度に完成しておりまして、国道305号コースにつきましては、全体4.8キロメー

トルのうち、2.8キロメートルの整備が完了しているところでございます。 

国道305号コースの残る２キロメートルの区間につきましては、＊＊＊混乱（？）等により

まして事業が中断している状況でございます。 

現在、事業の再開に向けまして、あわら市と協力しまして、地権者の同意や＊＊＊混乱（？）

の解消に向けて取り組んでいるところでございます。 

このような状況のため、令和３年度からは、既存の道路を活用しまして路面標示や案内看

板の整備を先行して進めているところでございまして、これらにつきましては今年度完了

する予定でございます。 

引き続き、市と共に国道305号の残り区間の地元調整など、自転車走行環境の向上に向けま

して取り組んでまいりたいと考えているところでございます。 

 

議長／笹原君。 

 

笹原／ありがとうございます。 

ぜひ安全・安心な道路事情を維持管理いただきまして、そしてまた、地元の調整とともに

サイクリングロードの完成を目指していただきたいと思います。 

続きまして、地域経済力を担う商工業の発展について、２点お伺いいたします。 

コロナ禍の行動制限によって経済が低迷する中、おうち時間の有効活用ということもあり、

人との接触が気にならないインターネット販売のような業態は、コロナの影響が小さかっ

たと聞いております。 

このネット業界は、専門的な知識と技術、そして、最新の設備や物流センターを整備する

までには、ある程度の期間と多額の費用が必要となりますが、数あるモール型ＥＣサイト

で実績を上げている企業は、県内にも多数ございます。 

しかし、福井県においては、このような成長産業における地元の成長企業への後押しが少

し弱いような気がいたします。 

融資や利子補給制度などの間接的補助、ＩＯＴ・ＡＩなどの開発補助はあるものの、県内

中小規模の規模拡大に対しては、固定資産額や新規雇用者数などの要件が少し厳しく、県

外企業誘致補助金に抱き合せたような支援制度しか見受けられません。 

地元企業が成長してこそ無理のない雇用が生まれ、福井の未来が明るくなるのではないで
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しょうか。 

そこでお伺いします。 

ウィズコロナ時代の経済活性化には、まず地元の成長企業が規模拡大するための力強い補

助制度が必要であると考えますが、県の所見をお伺いいたします。 

北陸新幹線開業に向けた駅前開発計画において、いろいろな場面で空き店舗の利活用とい

う言葉を耳にしますが、店主の高齢化や後継者不足など、10年以上前から同じことが繰り

返されているように感じます。 

行政からは、駅を降りたときの印象をよくしたいけれども、出店者がなかなか現れないと

いうような声も耳にします。 

それはなぜかなと考えますと、１つは、空き店舗はシャッターが閉まったままで物件の雰

囲気が分かりにくい、２つ目に、借り手がつくまで補助対象物件にならない、そして３つ

目に、物件によっては補助額が小さいのではないでしょうか。 

建物は、使わないでおくと状態が悪くなります。 

そうなると施工期間も長くなり、また、工事の金額も大きく膨らみます。 

さらに、住宅兼店舗物件の場合、トイレや水回りが住宅部分と共有で使いにくいというよ

うな事例も多くあります。 

少しでも早く本気で駅周辺の魅力を向上させるためには、今までのような店舗改装支援だ

けでは駅前は変わらないと思います。 

ましてや、新幹線開業に向けた対策なら、なおさら時間がありません。 

このような対策としまして、例えば対象となる物件をピックアップした上で、あらかじめ

スケルトン状態にリノベーションし、貸店舗であることを明確にして募集を始める事前改

修を認めるですとか、住宅兼店舗物件の場合には補助額を増やすなど、制度を改めると分

かりやすくて実用的になって、出店の促進につながるのではないでしょうか。 

そこでお伺いします。 

北陸新幹線開業に向けた駅前商店街の活性化について、出店者の立場に立った施策と既存

制度の見直しが必要と考えますが、県の所見をお伺いいたします。 

 

議長／産業労働部長伊万里君。 

 

伊万里産業労働部長／私からは２点、お答え申し上げます。 

まず１点目、経済活性化に向けた地元の成長企業に対する補助制度についてお答え申し上

げます。 

コロナ感染症等を機に、次世代通信やデジタル技術の社会実装が加速し、議員御指摘のオ

ンラインを活用した事業ですとか物流を含めた関連ビジネスが活性化するなど、企業に高

い成長をもたらす要因というものが変化してきたと認識してございます。 

こうした中、企業誘致補助制度におきましては、県の施策と連携する事業や物流施設、先

端技術を活用した工場の新増設など、成長が期待される事業に対しましては県内企業であ

っても支援対象となるよう制度拡充を行っております。 

また、今議会でお諮りしております新たな産業団地は、県内企業の設備投資の場としても
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御活用いただけるものでありまして、なるべく低下な安い分譲価格での整備を進めたいと

いうふうに考えております。 

今後ですが、独自の技術を生かしたイノベーションや新事業への挑戦など、県内企業によ

る成長に向けた投資、こうした投資をより一層促進するために必要な施策というものにつ

いて、新たな経済ビジョンの中でも検討していきたいというふうに考えております。 

続きまして、北陸新幹線開業に向けた駅前商店街の活性化についてお答え申し上げます。 

駅前商店街の活性化につきましては、現在、県、地元自治体、そして経済界とで協議が整

いました福井駅前につきましてファンドを設けまして、空き店舗を含めた既存店舗のリノ

ベーションというものを進めてございます。 

このファンドでは、出店希望者ですとか地元の御意見も踏まえた上で、新たに共同建て替

えも進めやすくするとともに、デジタル化を図る場合には補助額を増額するなど、支援対

象や補助額ともに、これまでの空き店舗対策以上の支援制度としてございます。 

また、ソフト面での対応としましては、出店支援を行う専門人材を配置しまして、こうし

た専門人材に駅前商店街にある空き店舗の状態を十分把握していただいた上で、事業者の

方に対してイノベーションの方法や資金調達について助言等を行っていくこととしており

ます。 

 

議長／答弁は簡潔に願います。 

 

伊万里産業労働部長／今後、ほかの地域において空き店舗対策事業を実施していく場合に

は、このファンド事業の成果も参考にしていきたいというふうに考えております。 

 

議長／笹原君。 

 

笹原議員／ありがとうございます。 

地元企業の成長とともに、新しい福井の新時代をぜひ推し進めていただきたいと思います。 

以上で質問を終わらせていただきます。 

ありがとうございます。 

 

議長／以上で、笹原君の質問は終了いたしました。 

長田君。 

 

長田議員／自民党福井県議会の長田です。 

本日もここにこうして立たせていただいていること、いつもお支えいただいている全ての

皆様に心から感謝し、動機善なりや、私心なかりしか、利他の心で質問させていただきま

す。 

本日もどうぞよろしくお願いを申し上げます。 

まず質問に入らせていただく前に、７月８日、安倍元総理が凶弾に倒れる痛ましい蛮行が

ありました。 
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安倍元総理は、この国の理想を目指し御尽力なされ、その姿勢は国内外を問わず多くの方々

から称賛をされてきました。 

これまでの御貢献に深く敬意を表するとともに、心よりの御冥福をお祈り申し上げます。 

安倍元総理亡き今、その志を皆が引き継ぎ、迫りくる台湾危機をはじめとする安全保障に

ついても、私は一県議ではありますが、しっかり務め上げたい、そのように存じます。 

それでは、質問に入らせていただきます。 

最初に、災害に強い道路についてお伺いをいたします。 

先月４日から５日にかけて本県を襲った雨は、僅か１日で８月の月間降水量の２倍以上を

観測するなど、記録的な大雨となりました。 

これにより国道８号と国道365号、476号、北陸自動車道ののり面が崩落し、大量の土砂が

流入したことにより、国道８号は92時間の通行止め、国道365号、476号は125時間の通行止

め、北陸自動車道の上り線は115時間、下り線に至りましては22日間の通行止めとなり、嶺

北と嶺南は一時分断をされたわけであります 

迂回路があったとはいえ、陸の孤島になったような気が私はしたものでありますが、地理

的なこともありますが、本県の交通網の脆弱性が露呈されてしまった形となりました。 

今回の大雨で道路沿いののり面は大きく崩れたものの、電車沿いののり面は崩れておりま

せんし、新幹線建設現場付近ののり面も崩れたという情報はありません。 

今回の道路沿いののり面の崩落は、施工から何十年も経過し、老朽化していることが原因

ではないかと考えられます。 

物流の大きな基盤は道路で、物流が止まれば県民生活にも、さらには観光面や産業面にも

大きな影響が出るわけであります。 

今回の道路のり面の崩落は、施工から何年も経過し老朽化していることが原因としてもし

あるならば、再びこのような災害が起きないよう、いま一度道路のり面を点検し、不良箇

所については速やかに処置をすべきではないでしょうか。 

御所見をお伺いします。 

これから降雪期を迎えます。 

昨年１月の豪雪では、北陸自動車道において大型車のスタックを契機に約1600台が立ち往

生、迂回する形で、国道８号も大渋滞となり、北陸自動車道は66時間、国道８号は24時間

もの間、通行止めとなりました。 

雪に強い道づくりのためには、集中的な大雪に対応できる除雪体制の強化、それに加え、

道路利用者への情報共有などソフト面での対策に加え、何よりも４車線化や道路拡幅とい

ったハード面での対策が不可欠であります。 

その中でも特に、本県を南北に縦断する国道８号については、現在暫定２車線の区間も含

め、全線４車線化の早期着手、完成が必要であると考えます。 

施工に当たり山間部を通るトンネルについては、地形的に難しい箇所はあるかもしれませ

んが、カーブを対応するのではなく、直線であるストレート区間を増やすことが重要であ

ると伺っています。 

また、先月、県と福井市、そして坂井市は、福井市西部を南北に走る福井外環状道路の具

体化について、国土交通副大臣に要望されました。 
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我が会派の畑議員もよく提案なされている福井外環状道路が実現されれば、テクノポート

を核とした産業振興の促進に加え、降雪時の迂回路としての機能が付与され、雪などの災

害に強い道路になるわけであります。 

雪などの災害に強い道路整備に向け、国道８号線に対し、県内全ての区間の４車線化の早

期着手、完成を国に対して粘り強く要望すべきと考えますが、いかがでしょう。 

あわせて、福井外環状道の実現に向けた見通しについてもお伺いいたします。 

 

議長／土木部長髙橋君。 

 

髙橋土木部長／私から２点、お答えを申し上げます。 

まず１点目、道路ののり面点検及び不良箇所の処置についてお答えを申し上げます。 

のり面や落石防護柵等の構造物につきましては、令和元年度から近接目視による点検を実

施して順次対策を行っているところでございます。 

また、週２回道路パトロールを行いまして、自然斜面を含めて、のり面等に異常がないか

確認をしているところでございます。 

今回の大雨における道路ののり面崩壊につきましては、その多くが自然斜面で発生してお

りまして、また、それ以外につきましても、落石した石とかが、下の、例えば防護柵みた

いなものを破るといったような施設の能力を超えた土砂流出等を受けたものと考えており

まして、これらの被災箇所につきましては、速やかに災害復旧を行ってまいりたいと考え

てございます。 

引き続きのり面構造物の近接目視点検、こういったことを行うとともに、道路パトロール

時におきましても点検を行いまして、必要な箇所につきましては随時補修工事等を実施し

て、道路の安全性を確保してまいりたいと考えてございます。 

次に、国道８号の４車線化及び福井外環状道路の実現に向けた見通しについてお答え申し

上げます。 

国道８号の４車線化につきましては、坂井市丸岡町＊＊＊から越前市塚原町間、それから

敦賀市河原町から坂下間において完了しております。 

現在、石川県境の牛ノ谷金津道路などの事業が進められている状況でございます。 

県といたしましては、これらの４車線化事業中区間の早期完成ですとか、２車線のバイパ

スとなります敦賀防災、さらにはその北側の南越前町大谷までの早期整備並びに事業化に

つきまして、先月26日、または29日にも改めて国のほうに要望させていただいたところで

ございます。 

また、外環状道路につきましては、８月５日に福井市、坂井市と共に渡部交通副大臣に対

しまして、国においても計画の具体化を進めていただけるよう要望しているところでござ

います。 

これに関しましては、国のほうから県や関係市としっかり連携をしつつ取り組んでいくと

の回答を得たところでございます。 

これらの道路の一日も早い完成や事業化に向けまして、今後とも沿線市町と連携しつつ、

国に対して強く要望してまいりたいと考えております。 
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議長／長田君。 

 

長田議員／ありがとうございます。 

まず、のり面、自然斜面であるということでありましたけれども、想定外の今、線状降水

帯、雨量も増えてございます。 

しっかりとその他のところも、欲を出すという言い方はおかしいかもしれませんけれども、

どうか頑張ってやっていただきたい。 

そして、１桁国道であります８号線です。 

ここが日本の中で孤立というか分断されるというのも、いささかちょっとと思うところな

んですね。 

引き続きしっかりとお願いを申し上げて、要望で結構ですので、よろしくお願いを申し上

げます。 

次に、米の消費拡大についてお伺いをいたします。 

政府は、ウクライナ危機や円安進行による物価高に対応するため、先月開催された物価・

賃金・生活総合対策本部において、輸入した小麦を製粉業者などに売り渡す価格を抑制す

る方針を固めました。 

１０月の大幅な価格上昇が想定されるときに、現在の価格水準に据え置くことで調整して

いるとのことです。 

既にパンや麺類など幅広い食品に値上げの影響が広がっており、我々消費者にとって生活

必需品ともいえる小麦関連商品のさらなる価格上昇は大変受け入れがたく、政府の対策に

一定の期待を寄せるところであります。 

ガソリンの価格高騰と同様、小麦の価格高騰に関しましても、政府の対策に頼らざるを得

ない部分があるわけでありますが、将来にわたり持続可能な農業を維持していくためには、

諸外国の紛争や円安など為替レートの影響を受けにくい生産体制を整えていかねばなりま

せん。 

このピンチをチャンスに変えるためには、日本人の主食である米の消費拡大を今こそ強力

に進めていく必要があるのではないでしょうか。 

米農家がもうかる仕組みが必要であります。 

東京都ではＪＡと協力し、米粉の活用を後押しするキャンペーンを実施し、都知事自らも

積極的に米粉パンのＰＲを行っています。 

昨年の９月議会においても、海外への販路開拓になりますが、米粉ケーキのニーズ調査や

商品パッケージの改良、用途別の米粉ミックスの紹介動画など様々な面から支援を行って

いるとの答弁がございました 

海外への販路開拓に加え、我々日本人の米の消費拡大に向け、今こそ小麦粉を米粉に代え

る新たな福井モデルを構築すべきではないでしょうか。 

そこで、米のさらなる消費拡大に向け、例えば米粉を利用する事業者に助成金を出すなど

今こそ力強い対策が必要かと思いますが、御所見をお伺いいたします 
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議長／農林水産部長児玉君。 

 

児玉農林水産部長／私からは１点、米粉事業対策についてお答えいたします。 

米の消費拡大を進めていくためには米粉の利用推進は重要であり、県ではこれまで食品加

工業者の商品開発や製造機の導入を支援してまいりました。 

現在、11の事業者がバウムクーヘンや麺、パン等を商品化しています。 

さらに今年度につきましては、米粉の利用を促すため、約160の６次化事業者や18か所の農

産物直売所に、小麦粉から代替する際の留意点等について情報提供いたしました。 

また、食品加工研究所に相談の窓口を設置いたしました。 

今後の新幹線開業を好機といたしまして、福井の食の魅力が十分に伝わるような米粉商品

の開発を進めようということで、生産者や食品加工、流通、販売など20の事業者が一体と

なりまして福井ローカルフードプロジェクトを進めております。 

この中で来年２月の商品化を目指しておりまして、県ではこうした取組を積極的に支援い

たしまして米粉の利用を推進してまいります。 

 

議長／長田君。 

 

長田議員／力強く推進していただきたいところでありますけども、今のその商品のサプラ

イチェーンの事柄、しっかり続けていただきたいことに加えて、更問いでありますが、農

林水産省では、来春から本格的な小麦代替の米粉活用を狙って米粉用米を大規模展開する

ようであります。 

この指定銘柄に、近畿から北部地区に少し気温が低いところに大丈夫なような米、これが

我が県のえつほというものがあるわけですね。 

指定銘柄にこれがなるように、力強い、県としてもサポートを併せてお願いを、これは要

望で結構ですので、よろしくお願いをいたしたいと存じます。 

次に、我が会派の清水議員が気を張り、いつもお答えをいただいている不妊治療も関係す

る事柄ではありますけれども、次に少子化対策についてお伺いをいたします。 

代表質問にもあり、知事の御答弁もありましたとおり、厚労省は今年６月に人口動態統計

月報年計（概数版）を公表し、令和３年の本県の合計特殊出生率は1.57と、前年から0.01

ポイント上昇、全国平均を大きく上回り、全国順位は昨年８位だったところが７位に上昇

しました。 

また、６月議会において、知事から、子供１人当たりの予算額は全国１位であるとの力強

い発言もあり、日本国家が抱える少子化問題に対し、本県は全国トップランナーとしての

対策を講じているところであると理解しています。 

さて、このような中、今回の９月補正予算案の中のふく育県ＰＲキャンペーン事業につい

てお伺いをいたします。 

当事業は、本県の充実した子育て環境のＰＲキャンペーンを実施することにより、首都圏

を中心に子育て世代の移住定住を促進し、出生率の向上を図るというものですが、今回こ

の予算案を計上するに至った背景や目的、具体的手法について知事にお伺いをいたします。 
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少子化対策と関連して、結婚対策についてもお伺いをいたします。 

新型コロナの影響によって出会いや恋愛の機会が失われています。 

日本世論調査会の「結婚観・家族観」全国世論調査におきましては、95％の人が出会いが

減っていると回答しています。 

人口動態統計月報年計においても、令和３年の本県の婚姻件数は2821件で過去最少記録を

更新、統計調査開始以来初めて2000件台となったわけであります。 

婚姻率については0.2ポイント減少しましたが、全国順位は14位と、昨年度より順位は上昇

しております。 

多くの方は結婚してから御出産なさる方が多く、婚姻件数の減少は出生数の減少に大きく

関係する、影響することから、直ちに対策を講じる必要があると思います。 

晩婚化が進んでいく中、若年者の結婚を後押しする取組も必要であると思うわけでありま

す。 

ふく育県のＰＲももちろん重要でありますが、結婚支援も同様に日本一を目指す心構えが

必要なのではないでしょうか。 

そこで、減少し続ける婚姻件数に関し少子化に歯止めをかけるためにも、今後どのように

対処していくのか、知事にお伺いをいたします。 

 

議長／知事杉本君。 

 

杉本知事／長田議員の一般質問にお答え申し上げます。 

私からまず、ふく育県ＰＲキャンペーン事業を９月補正予算案に至った背景や目的、具体

的手法についてお答えを申し上げます。 

まず、御指摘もいただきましたが、本県の合計特殊出生率は昨年1.57ということで、コロ

ナ禍ではございますけれども、一昨年よりも増えている、順位も好位置を維持していると

いうことでございます。 

一方で、先般もお答え申し上げましたけれども、妊娠届出数というのが減少いたしており

まして、今年5000人を初めて切る可能性があるということで、危機感を抱いているところ

でございます。 

そういうことから、来年の３月、４月というのは人の移動する大きな時期でございますの

で、こういう時期に向けて、この早い段階で子育て支援ということを打ち出すということ

で、ふく育県のＰＲ事業、こういったことを計上させていただいているところでございま

して。 

端的に言いますと、例えば大分県は温泉県とか、香川県はうどん県とか、こういった印象

全国の皆さん、特に大都市の皆さんに持っていただくことがまず一つ、第一歩だろうとい

うふうに考えて計上させていただいたところでございます。 

そういったことから、具体的な事業の中でも、テレビＣＭとか新聞広告、こういったこと

も行いますけれども、さらには若い世代の方がよく見られるユーチューブ、こういったと

ころで、都市部の皆さんが抱えているような、子育て世帯が抱えているような悩みもふく

育県だったら解消できるよというようなことを訴えていきたい。 
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さらには、それを見て興味を持った方が次にアクセスするホームページ、こういうような

ところでも、保活不要とか、それから不妊治療支援日本一とか、さらには、学力、体力は

全国トップクラスだとか、こういったようなことが皆さんに届くような、そういったよう

なＰＲを行っていきたいと考えているところでございまして、あわせて相談イベント、こ

ういったことなんかも行って、多くの方の移住、定住に結びつけていきたいと考えている

ところでございます。 

続きまして、少子化に歯止めをかける結婚対策について申し上げます。 

福井県におきましては、全国に先駆けまして結婚応援ということを県が取り組んできたと

いうところでございまして、地縁ですとか、それから職場、こういったところの縁結びの

事業というのに加えまして、最近ではＡＩのシステムを活用したマッチング、こういった

ことも行ってきているというところでございます。 

民間の結婚相談の事業をやられている皆さんとお話をさせていただきますと、ただ、やは

りマッチングシステムというのはとても簡単に乗っていけるというか、自分も登録して参

加ができるというよさはあるんですけれども、やはり写真１枚を撮るのにしても、いい加

減な写真よりはきちっと撮るとか、服装も相手から見てどう見えるかとか、それからマナ

ーだとかコミュニケーションとか、こういったこともやはり一つ一つ、少し助言をする、

そういうところで変えていくことで、このマッチング率、もしくはその後、成婚に結びつ

く率が高まっていくというようにも伺っているところでございます。 

そういったことから、一つにはセミナーですとか、さらには相談会といったことを今年度

は開催もさせていただいております。 

さらには、福井県のＡＩのマッチングシステムに登録をしていただいている方と民間の相

談所に登録していただいている方、こういった方がまたマッチングできるような、そうい

う専用のサイトも設けていくようなこと。 

さらに、民間の方というのは、全国システムに登録されている方もいらっしゃるわけでし

て、そういうことでより多くのマッチングを、しかもある程度こういう助言をいただきな

がら行っていくことができる、そういう環境を育てていく、こういったことにも力を入れ

させていただきまして、また、若い方のニーズなんかも十分にこれからも踏まえていきな

がら、御指摘いただきました結婚支援日本一、こういった方向を目指していきたいと考え

ているところでございます。 

 

議長／長田君。 

 

長田議員／ありがとうございます。 

日本一、ぜひ実現したいと思います。 

続けて、我が会派の代表質問にもありましたけれども、先月、高校生県議会が開催されま

した。 

私は、高志高校の生徒さんで構成するひまわり委員会の委員長を務めさせていただきまし

たが、移住、定住をテーマに、高校生からは県内への移住、定住の促進策として郷土愛を

醸成して、小さい頃から地元を好きになれるような取組を行っていただきたい、もしくは、
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親世帯へのアプローチとして、本県で子育てすることによって子育て費用が安くなること

や、福井の教育がどの都道府県よりも質が高いこと、優れたＵターン支援制度があること

を周知することによって、これから県外に出る子供に対してＵターンを勧める上で、説得

力のある話ができるようになるのではないかといった様々な提案がありました。 

現役の高校生自らがそのように思うわけであります。 

非常に大切なことであり、実効性のある取組になるのではないかと思います。 

加えて、本県には優れたＵターン施策があるにも関わらず、そのような支援制度を知らな

い、本県の充実した子育て政策を知らないという生徒たちに対して、知事自らが熱い情熱

を持って県内の高校生に直接生の声でリアルに伝える取組を行ってもよいのではないかと

思います。 

Ｕターンに対する冊子を作っても、なかなか生徒たちの心にダイレクトに響くことは少な

く、本県のすばらしさを情熱でもって直接伝えることが、福井に住みたいと生徒たちの心

に響く一番のアプローチではないかと思います。 

そこで、今回の提言は、新たな移住定住の促進策として検討すべきかと考えますか、御所

見をお伺いいたします。 

 

議長／交流文化部長西川君。 

 

西川交流文化部長／今回、高校生県議会では、郷土愛の醸成、小さい頃から地元を好きに

なれるような取組、親世代へのアプローチなど、移住定住促進への様々な提言をいただき

ました。 

取組の現状を申し上げますと、例えば小中学校におきましては、ふるさと学習としまして、

郷土の先人や歴史、自然、伝統文化、観光資源などを学ぶ機会がございますし、また、県

立高校におきましては、ふるさとを知り、地域活性化、課題解決につながる探究学習とい

うものを行う事例も増えてきております。 

今後とも、今回の提言も参考にいたしまして、教育委員会と一層協力しまして、早い段階

からＵターン就職を考えていただけるよう、情報提供の方法も含め、対応を強化してまい

りたいと考えております。 

なお、高校の入学式や卒業式、学校訪問などの機会を捉えまして、知事から直接、高校生

に福井の働きやすさ、あるいは暮らしやすさ、優れた子育て環境などをリアルに伝える機

会につきましても増えていきますよう努めてまいりたいと、このように考えてございます。 

 

議長／長田君。 

 

長田議員／ありがとうございます。 

リモートも今コロナのあれで、あれというのはおかしいですけども、発達しています。 

知事の情熱をしっかりと子供たちに伝えていけたらと、要望をお願いいたします。 

最後に、デジタルトランスフォーメーションについてお伺いをいたします。 

岸田総理は、新しい資本主義の実現に向けた成長戦略の最も重要な柱にデジタル田園都市
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国家構想を掲げ、デジタル技術の活用により地域の個性を生かしながら地域を活性化し、

持続可能な経済社会の実現を目指すこととしています。 

県庁でも働き方改革の推進、県民サービス向上、テレワーク環境の構築、電子決済システ

ムの運用を行うとともに、庁内の打合せや予算査定などをウェブで行うなどといった行政

のデジタルトランスフォーメーションの積極的な導入を行っております。 

こうした取組は民間企業の刺激にもなり、私は非常に評価するところでありますが、さて、

総務省の調査結果を拝見いたしますと、中小企業の８割以上がデジタルトランスフォーメ

ーションに関して、ＤＸですね、現時点で何も実施していないとのことであります。 

また、経済産業省の報告では、少子高齢化、人口減少が続く我が国において、2025年以降、

年間最大12兆円の経済損失が生じる可能性があると報告されています。 

県内企業のほとんどは中小企業と小規模事業者であり、新型コロナや物価高騰による多忙

化、経費の増嵩、人手不足などにより、ＤＸ導入といった業務改革まで手がつけられない

ということであります。 

実際、福井ＤＸ推進宣言企業として登録している企業は、現在９企業にとどまります。 

企業がＤＸを導入するメリットとしては、既存ビジネスの業務効率化による生産性向上、

新たなビジネスの創出、企業競争の優位性を高めるなどがあり、持続可能な経営を目指す

ためにも、一刻も早い導入が必要であります。 

そこで、民間企業におけるＤＸの浸透状況について伺うとともに、直面する課題とその対

応についてお伺いをいたします。 

そして最後に、県民向けサービス連携基盤整備事業についてお伺いをいたします。 

県では、地域課題解決に向けた生活のＤＸを推進するため、今年度はマイナンバーにより

本人確認を行い、子育て世帯であるふく育ユーザーに対して、ふく割のデジタルバウチャ

ーを追加する取り組みを行う予定であると認識しています 

国では、マイナンバーカードと他サービスとの連携を図るため、マイナンバーカードに健

康保険証であるとか交付金受取り口座情報を登録、連携した方に対しマイナポイントを付

与する制度を６月から開始しました。 

マイナポイントの取得に当たっては、スマホなどのＮＦＣリーダーによりマイナンバーカ

ード情報を読み取る必要があるほか、スマホで複数のアプリをダウンロードする必要があ

ります。 

今朝の福井新聞にも記事がありましたが、恐らく県の連携事業についても、登録するため

に一定の手間がかかるものと思われますが、今後の行政サービスなどの手続きが簡素化す

るなどの登録のメリットが必要になると思います。 

今回、先行的な取組として、子育て世帯に対し連携基盤を活用したサービスを実施すると

いうことでありますが、今回の取組は、登録者がどのような作業が必要で、連携基盤には

どのような情報が蓄積されるのでしょうか。 

また、今後の展開として、子育て支援以外にもどのような分野での活用を検討なさってい

るのか、具体的にお伺いできればと思います。 

よろしくお願いします。 
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議長／地域戦略部長吉川君。 

なお、時間があまりございませんので、答弁は完結にお願いします。 

 

吉川地域戦略部長／私から１点、県民サービス向け、サービス連携基盤についてお答えを

いたします。 

作業手続といたしましては、サービス利用の入口となりますアプリ等のダウンロード、マ

イナンバーカードを利用した本人確認、連携させるサービスへの登録、こういった手続が

必要になります。 

しかしながら、できるだけ簡潔に済ませていきたいと考えております。 

また、連携基盤には、本人確認時の氏名、住所、生年月日、性別の基本４情報は蓄積され

ますが、それ以外の個々の情報は蓄積されない仕組みとなっております。 

まずは子育て世帯を対象とするふく割から発行を始めますが、行政手続、健康、交通分野

での活用を幅広く検討しているところでございます。 

引き続き、県、市町と一体となった生活の改善に役立つＤＸを推進してまいります。 

 

議長／産業労働部長伊万里君。 

答弁は簡潔にお願いします。 

 

伊万里産業労働部長／私からは、民間企業におけるＤＸの状況についてお答えを申し上げ

ます。 

県が令和２年度に行ったアンケートによりますと、全社的なデジタル化に取り組んでいる

企業は約２割程度でございましたが、一方で、約６割の企業は会計ソフト等の業務システ

ム導入にとどまってございます。 

課題としましては、ＩＴ導入自体が目的となっている企業など、本来の目的である付加価

値の創出まで至っていない企業が多いということが挙げられます。 

県としては、好事例集の作成ですとか商工会議所等への出張相談のほか、社内プロジェク

トの立ち上げの伴走支援、こうしたものに力を入れることで、デジタル技術を活用した効

果的な業務改革を促してまいりたいというふうに考えております。 

 

議長／以上で、長田君の質問を終了いたします。 

ここで休憩いたします。 

議場の換気を行います。 

再開は５分後といたします。 

 

＊ 休憩中 ＊ 

 

議長／休憩前に引き続き、会議を開きます。 

佐藤君。 

なお、佐藤君より、資料を使用したい旨の申出があり、これを許可いたしましたので御了
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承願います。 

 

佐藤議員／日本共産党の佐藤正雄です。 

今回の大雨災害について、改めて被災された皆さんにお見舞いをお申し上げ、復旧に尽く

されてこられた自治体職員、関係機関、ボランティアの皆さんに感謝を申し上げます。 

私自身も８月７日に現地調査と要望の聞き取りを行ないましたし、県議会としても９月１

日に視察を行いました。 

今どこでも問題となっている空き家、これが今回のような災害で被災した場合に、支援の

スキームから外れる問題も明らかになりました。 

例えば被災集落の出身で、現在は県内のほかの市に住み、元の実家のある今回の被災地集

落との関係でも区費に準ずるものを払い、集落の共同作業などにも参加しているというケ

ースでも、住んでいる実態がなければ支援金の対象にはならないとの回答が健康福祉部か

らありました。 

しかし、空き家問題はどの地域でも深刻ですが、このケースのように実際の集落維持のた

めに区費に準ずるものを納め、集落の共同作業に参加しているような場合は、ほかの居住

実態がない家同様に切り捨ててしまっていいのでしょうか。 

ほかの自治体、あるいは同じ自治体でほかの地区に住みながらも、元の集落との関係を維

持し、過疎集落の維持を支えているような場合には支援金の対象とするなど、現状に合っ

た対応を地元自治体・被災集落との合意も得ながら進めていくべきと考えますが、見解を

お尋ねいたします。 

大雨災害では、九頭竜川鳴鹿土地改良区の農業パイプラインも３台の除塵機のうち２台が

使用不可能、稼働している１台もフレーム修復のために強度が落ちているという深刻な被

害となりました。 

農家の方からの水が来ないという声をお聞きし、土地改良区でも実情をお聞きいたしまし

た。 

深刻な被害に、メッシュを切ってごみを含めて通水する選択肢まで検討されたとの緊迫し

た状況だったとのことでした。 

除塵機は来年の作付時期を迎える来年３月中には修理完了の見込みとのことであります。 

おおよその費用見込みをお尋ねするとともに、農家への負担抜きで行うべきと考えますが、

見解をお尋ねいたします。 

今後、今回同様か今回以上の土砂流入などが起これば、同じことになりかねません。 

そこで、今回の機器の破損は、そもそも機能、性能上の問題なのか、操作上の問題なのか、

それを踏まえた今後の対策をどうするのかお尋ねいたします。 

さて、さきの本会議でも述べましたように、新幹線開業以降は現在の北陸本線、ハピライ

ンふくいに係る災害復旧の財政的な責任の主体は県と市町にかかってくることになります。 

そこで、例えばこの10年間の北陸本線の大雪や大雨、土砂災害などの事例と復旧手法や体

制、費用などについて、ＪＲ西日本からデータ提供を受け、今後のハピラインふくいの経

営に生かすことも必要ではありませんか、見解をお尋ねいたします。 

あわせて、災害時の応援協定のような形をＪＲ西日本と締結すべきではありませんか、見



 

－20－ 

速報版 

解をお尋ねいたします。 

次に、コロナ対応について質問いたします。 

新型コロナに関しては、医療介護の現場の苦労が長く続いているわけで、この医療と介護

の実情を県民に伝え、現場の危機感を共有できるようにすることも、県など行政機関の大

事な役割の一つではないでしょうか。 

第７波は、第６波と比べて感染者のピークは倍ですが、重症者は半分、死亡者数はかなり

多くなっています。 

これは、重症者、ＩＣＵ入室、つまり感染症指定医療機関などへの入院としてカウントさ

れる人が少ないためです。 

つまり、高齢者施設などで重症と認定されず、死亡している人が多いためです。 

また、死亡数の実態も詳細は不明です。 

というのは、死亡診断書には死因を書くわけですが、直接死因を死亡原因１のところにＣ

ＯＶＩＤ－１９と記載しない場合は死亡者に含まれません。 

末期がんなどの基礎疾患がＣＯＶＩＤ－１９であった人も、死因はがんと書く人が多いわ

けです。 

死亡原因２のところには、直接死因とはならないが、経過に影響を及ぼしたと考えられる

病名を書くところがあり、通常はここに書くことになります。 

ただ、私に説明した医師は次のように述べております。 

これは有識者会議での報告を私が知っていたからです。 

つまり、ＷＨＯの提案に基づき記載することを決めていました。 

ＷＨＯアップデート第８報ＣＯＶＩＤ－１９有識者会議です。 

しかし、これに関しては厚生労働省からは何の通達もありません。 

病名に関する学会は日本診療録管理学会があるのですが、何も出しておりません。 

福井の介護施設における感染者のその後が不明です。 

多数発生している医療機関での感染者の予後も分からないままです。 

臭いものに蓋をするのか、メディアの自主規制なのかよく分かりませんが、国民に事実、

真実が知らされていないように思われます。 

これらのことは、福井県ということではなく、日本全体のこととして問題意識を持ってお

りますとのことでした。 

そこで、コロナに関して幾つかお尋ねします。 

１つは、県が福井市内の体育館に設置した臨時病床100床について設置依頼の稼働率をお尋

ねするとともに、感染状況で、事実上、医師や看護師の手当がつきにくく運用できない状

況が生まれたのであれば、県民に公表する病床数から除外するなどの措置が必要ではなか

ったかお尋ねをいたします。 

また、さきに紹介した医師の話にあるように、死亡診断書の記入によってはコロナの死者

数にカウントされないケースについて、県は県内の状況をどう認識しているのかお尋ねを

いたします。 

さて、関係資料もお配りしておりますが、県の調査でも、回答した244の医療機関のうち88

の医療機関が後遺症の治療を行ったとし、改善まで３か月以上かかる方もおられます。 
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県としての後遺症に関する情報提供をはじめ、支援体制はどうなっているのかお尋ねをい

たします。 

最後に、福祉施設などでクラスターが発生し、職員の手が足りなくなってコロナ陽性の職

員が陽性の入所者を介護するなどの業容介護と言うらしいですが、などの実態も全国的に

は報道されております。 

当然、様々な利用者サービスも制限され、経営にも影響します。 

配付資料のとおり、県内も福祉施設クラスターが続いています。 

人員の手当てや経営の影響と支援の現状と課題についてお尋ねいたします。 

次に、知事の政治姿勢について質問いたします。 

私も、参議院選挙終盤の安倍元総理の銃撃事件には大変衝撃を受けました。 

あの日は、お昼ちょっと前のニュース速報で第一報が入りました。 

私は参議院選挙の候補者と交代して、お昼休みの街頭宣伝の弁士担当でした。 

演説で触れないわけにはいかないということで、政治家の言論を暴力で奪うことは許され

ない、安倍元総理の御無事を祈りますなどと最初に述べて、福井市内で演説をして回った

ことを思い出します。 

その日の夕方、御死亡が確認されるという痛ましいことになりました。 

その後の警察の捜査などから、犯行の背景に、霊感商法や集団結婚などで全国的に被害者

を出していた統一協会の活動による家庭の崩壊と、安倍元総理がその統一教会関連集会へ

応援するメッセージを出すなど、深い関係にあったことによることなどが分かってまいり

ました。 

これ以降、マスコミ報道などでも、国民の中に霊感商法、高額寄附や集団結婚式などで甚

大な被害を出している反社会的集団に対して政治家が挨拶などの形で応援したり、逆に選

挙で支援してもらったりしていることが次々と明らかになり、国民の怒りが広がっており

ます。 

政治家と統一教会等との関係の全容解明と関係の清算が国民世論からも強く求められてい

ることは御存知のとおりです。 

私も先日、大森県議会議長宛てに申入れを行いました。 

ところで、知事はどういう経緯で初当選の年に統一教会関連集会に祝電を打ったのでしょ

うか。 

総務部長時代に、関連団体メンバーによる生活学習館の所蔵図書への攻撃があり、撤去す

る判断を行い、その後、当時の東京大学の上野千鶴子さんですが、著者はじめ国民、県民

からの批判を受けて是正するという顛末もありました。 

知事は、統一教会のジェンダー平等や男女共同参画に対する批判などの主張や手法を総務

部長時代に痛い思いをして知っていたはずではありませんか。 

生活学習館図書撤去事件、関連集会への祝電、そして、この間の政治と統一教会をめぐる

経緯を踏まえ、知事の認識と今後関係は持たないのかどうか、お尋ねいたします。 

また、福井県や福井県教育委員会として、今日まで統一教会や関連団体のイベントなどへ

の後援や財政支援はなかったのかどうか、併せてお尋ねいたします。 

また、県の消費生活センターに対してこの10年間に寄せられた統一教会系を含む霊感商法、
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開運商法などの相談の件数、契約額、対応状況をお尋ねするとともに、同消費生活センタ

ーに対する統一教会及び関連団体などからの働きかけの有無と対応状況についてお尋ねを

いたします。 

ところで、安倍元総理の国葬には法的な根拠がないまま、十分の国会審議も経ずに巨額の

税金が使われようといたしております。 

なぜほかの総理経験者と安倍元総理で葬儀の形態を大きく分けるのでしょうか。 

法の下の平等に反します。 

さらに岸田政権は、各省庁にも弔旗の掲揚と職員に弔意を強制する方向であり、思想信条

の自由を踏みにじるものであります。 

知事はなぜこのような法的にも憲法上も問題点を抱え、どのマスコミの調査でも国民多数

が反対している国葬に賛成し、参列まで厳命されたのですか、お尋ねをいたします。 

それとともに、県職員には弔意を強制すべきではないと考えますが、見解をお尋ねいたし

ます。 

最後に、資料もお配りいたしておりますが、人口問題に関して質問いたします。 

福井県の人口問題について、出生を応援する子育て支援などとともに、人口流出を抑制し、

福井に住み続けてもらえるかの両面がありますが、この10年間は県外への転出が転入を上

回り続けてきています。 

年齢別の県外転出転入の推移を見ると、15歳から30歳までの進学、就職の時期に転入より

も転出が大きくなります。 

今回一つ問題提起したいのは、若い層だけではなくて、後期高齢者層も転入よりも県外転

出が多い状態が続いていることです。 

この数年は転出者が40％以上多くなっております。 

これは、単純に考えれば、県外の子供さん、お孫さんのところなどで余生を過ごそうとい

うことがあるでしょう。 

そうすると、福井県は高齢者だけでは住みにくい県なのか、長い年月を福井県で生まれ育

ってきた高齢者が人生の最後に福井県を離れていく状況が続いているというのは、県外に

いる家族との生活ということを考えればそうなのかもしれませんが、福井県としても対処

方法を考えなければならないのではないでしょうか。 

なぜならば、県外に出ていった若者が福井に戻らないという状態がこの間長く続いている

わけですから、同じ傾向が続くとすれば、年金シニア世代の県外流出が止まることはない

からです。 

若い層も高齢者層も流出人口の方が多いという問題へのアプローチが必要です。 

県として高齢者の県外流出のケース分析を行ない、どういう施策を打てばそれを抑制する

ことができるのか、検討が必要ではありませんか。 

現状認識と今後の対応をお尋ねいたします。 

 

議長／知事杉本君。 

 

杉本知事／佐藤議員の一般質問にお答えを申し上げます。 
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まず、旧統一教会に対する私の認識と今後の対応、後援や財政支援の有無についてお答え

を申し上げます。 

私は信教の自由は尊重されるべきであるというふうに考えておりますし、また、信者の皆

さんの活動も、法令等に反するものでなければ行っていただくということは当然、認めら

れるべきだと考えているところでございます。 

一方で、旧統一教会が行ってきたことを踏まえれば、当該団体とは一線を画し、今後、関

係を持つことはございません。 

また、イベントへの後援や財政支援につきましては、福井県や福井県教育委員会において

文書が残っております平成30年度以降調査をいたしましたところ、今年度、関連団体が関

わると思われるイベントの後援が１件ございました。 

このイベントは、ピースロード2022イン福井という北陸新幹線の大阪延伸ルートの沿道な

どを自転車で走るというものでございまして、イベントの内容は宗教活動と認められるも

のではなく、本県の観光振興に寄与して公益性が認められるということから公演を承認し

たところですけれども、イベントが中止になりましたので失効しているところでございま

す。 

続きまして、安倍元総理への国葬への賛意と参列の表明、県職員への弔意の強制について

お答えを申し上げます。 

安倍元首相の国葬につきましては、憲政史上最長の在任期間であること、また、例えば東

日本大震災における復興ですとか経済対策とか、こういった様々な業績があること、国の

内外から弔意が多数寄せられているということ、さらには、本県の関係におきましても、

北陸新幹線の小浜京都ルートの決定ですとか、また、拉致問題への対応など、多く御尽力

をいただいていること、こうしたことから、国の公式行事として開催をされることに私は

一定の理解と賛意を表したところであります。 

また、他の公務の都合はございますけれども、こうしたことを見ながら、許されるならば

参列したいと考えているところでございます。 

一方で、様々な御意見が国民の中にあるということは認識をいたしておるところでござい

まして、こういうことから、政府におかれましては、国民に対して理解が得られるよう丁

寧に説明を行っていただきたいと考えているところでございます。 

国葬の当日につきましては、県といたしまして、県庁舎に弔旗、それから半旗を掲げるこ

とをいたしたいと考えております。 

これは、これまでの歴代の総理の亡くなられたときの対応、または国の対応を見てそうし

たいと考えているところでございます。 

一方で、県職員ですとか来庁者に対して黙祷などの行動を求めることはしない考えでござ

います。 

 

議長／地域戦略部長吉川君。 

 

吉川地域戦略部長／私からは２点、お答えをいたします。 

まず、ハピラインふくいの開業後における災害対応についてお答えをいたします。 
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人の移動を支えます鉄道は、安全・安定運行を確保するため、災害防止対策の徹底ですと

か、被災時における迅速な復旧体制の構築が非常に重要となります。 

今般の被災を受けまして、ＪＲに対しましては、再び鉄道施設が被災しないよう、ハピラ

インふくいへの資産譲渡の前に土砂流出対策ですとか排水対策等に万全を期すこと、そし

て、過去の災害発生、復旧に係るデータや被災時における作業ノウハウのハピラインへの

引き継ぎ、さらには、ハピライン開業後の被災時における資材提供等の協力などの申入れ

などを行ったところでございます。 

また、ハピラインふくいにおきましては、被災時の対策本部設置や招集体制等を定めます

鉄道事故及び災害復旧要領を整備いたします。 

さらに、それに加えまして、ＪＲ及びＪＲいしかわ鉄道との協力協定ですとか、保守会社

等との緊急工事、施工に係る協定の締結を予定しているところでございます。 

今後、関係者間で調整を進めることとしておりまして、開業後における災害対応に万全を

期してまいります。 

続きまして、高齢者の県外流出対策についてお答えをいたします。 

75歳以上の後期高齢者につきましては、御指摘のとおり転出者が転入者を上回る転出超過

の状態にございまして、令和３年度は県全体で68人の転出超過の状態にございます。 

議員御指摘のとおり、後期高齢者が県外にいる家族のもとへ転出していることが一因であ

りまして、その根本的な原因といいますと、やはり大学進学時や就職時など、若い世代の

県外流出にあるというふうに認識をしているところでございます。 

一方で、交通、買物、生きがい、医療、介護など、高齢者が暮らしやすいまちづくり、こ

れも進めていくことも重要だと考えております。 

今後につきましても、若い世代の県外流出の防止、そしてＵ・Ｉターン施策を強化します

とともに、高齢者の流出にも引き続き注視をしていきながら、全ての世代において生活し

やすいまちづくりを進めていく考えでございます。 

 

議長／安全環境部長野路君。 

 

野路安全環境部長／私からは１点、県消費者生活センターに寄せられた霊感商法・開運商

法などの相談の状況、旧統一教会からの問合せの状況についてお答えを申し上げます。 

県消費生活センターにおいては、相談内容を分類する上で、開運商法という区分で集計を

行っております。 

平成24年度から令和３年度までの10年間に受けました開運商法の相談件数は151件であり

ます。 

そのうち契約金額が分かっているものが116件ございます。 

その平均額は約90万円となってございます。 

相談を受けた際には、解決に向けましてクーリングオフなどの助言を行いますとともに、

返金を求めるという場合には法律相談を紹介しているところでございます。 

また、先月29日に世界平和統一家庭連合の関係者が県消費生活センターを訪れまして、当

該団体に関する相談状況について問合せがございました。 
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これに対しまして、消費生活センターといたしましては、従前から個々の相談内容につい

ては回答しない取扱いであるという旨を伝えたところでございます。 

 

議長／健康福祉部長服部君。 

 

服部健康福祉部長／私からは５点、お答えを申し上げます。 

１点目は、大雨災害対応につきまして、ほかの地区に住み、元の集落との関係を維持して

いる場合も緊急被災者支援金の対象とすることについての御質問についてお答えいたしま

す。 

緊急被災者支援金は、生活の拠点である住居が被災し、今まさに日々の寝泊まりなど日常

生活に大きな影響が生じ、精神的な負担も重い方を救うことを目的として平成16年の福井

豪雨のときに創設された制度でございます。 

そのため、住居ではない空き家、あるいは店舗に被害を受けた方は対象としていないとい

うところでございます。 

被災直後の家屋清掃、それから日用品の購入など臨時の出費を緊急的に支援し、少しでも

早く元の生活を取り戻していただくための一助となるものと考えております。 

続きまして２点目に、コロナ対応につきまして、臨時病床の稼働状況及び病床数の公表に

ついて、公表する病床数から除外するなどの措置が必要ではなかったかという御質問につ

いてお答えを申し上げます。 

体育館を使用した臨時病床においては、これまで20歳代及び30歳代の軽症コロナ患者を累

計で６人受け入れ、健康観察や症状に応じた治療を実施してまいりました。 

第７波の入院患者は、病院での受入れが必要な高齢者が大多数であり、治療やケアに多く

の看護師が必要なことに加え、医療従事者が感染や濃厚接触により勤務できない場合もあ

るため、臨時病床を稼働させるのではなく、高齢者の入院患者増加に対応できるよう新た

に60床を確保し、病院の受入れ体制を拡充してきております。 

お盆明け以降、さらに感染が拡大するおそれがあったことから、病院の受入れ状況を明ら

かにし、県民に感染対策の再徹底を促すために、臨時病床を除いた病床使用率の公表も行

っているところでございます。 

続きまして３点目に、コロナの死者数にカウントされないケースの状況について、どう認

識しているかという御質問にお答えを申し上げます。 

県では、医師がコロナ感染を要因とする死亡と判断し、報告があったものについては、コ

ロナによる死亡としてカウントし、公表しております。 

ＢＡ５株の感染拡大により、第７波における県内の志望者数は、昨日時点で49人となって

おりますが、コロナによる肺炎が重症化して亡くなるケースはなく、死亡者のうち９割を

超える方は70歳以上の高齢者であり、多くは感染をきっかけに持病の悪化や発熱で体力を

奪われ、衰弱して死に至られたというケースでございます。 

このように、コロナ肺炎が直接の死因とならない場合も含め、医師の判断の下にコロナ死

亡と報告されており、この結果を基に高齢者や重症化リスクのある方へのワクチン接種の

促進やマスクの着用、人混みを避けるなどの感染予防策、高齢者施設への往診体制づくり
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などの対策を進めているところでございます。 

続いて４点目に、後遺症に関する情報提供や支援体制がどうなっているのかという御質問

にお答えを申し上げます。 

後遺症については対処療法が中心となり、地域の医療機関では倦怠感やせき、味覚障害な

どの症状に合わせた治療を行っていただいております。 

県では、コロナに感染し、療養期間終了後も長引く症状がある場合は、症状に合わせて内

科や耳鼻科など、かかりつけ医を受診するようにホームページや新聞広報などにより県民

に周知をしております。 

また、受診・相談センターや保健所において、コロナ感染後も症状や不調が続く方に対し、

健康相談に応じているところでもございます。 

受診相談センターに入った、直近の１週間で見ると、後遺症に関する相談は14件ございま

した。 

全相談件数は920件でしたので、そのうちの14件でございます。 

相談者に対しては、症状の確認や症状に合わせた診療科の紹介を行っております。 

今後ともコロナによる後遺症に不安を抱える方への相談に応じるなど、支援をしてまいり

ます。 

最後に、クラスターが発生した福祉施設における人員の手当や経営への影響と支援の現状

と課題についてお答えを申し上げます。 

新型コロナウイルス感染症が発生した施設では、感染対策に係る費用の増加や、陽性者を

施設内で介護する職員などの負担増などの影響が出ています。 

このため、県では介護職員への危険手当などや感染拡大防止に要する、かかり増し経費を

支援しており、今年度に入り、８月までに33の施設から約6700万円の申請がございました。 

また、８月には、感染予防の観点から、全ての施設に対して抗原検査キット、約５万9000

個を無料で配布しております。 

県としては、感染症の長期化に備え、業務継続と感染防止に対する支援が課題と考えてい

ます。 

今回の補正予算では、感染拡大の下でもサービス継続ができるよう、かかり増し経費の拡

充をしたほか、クラスターの発生では初動対応が重要であることから、７月に続き、来月

も施設の感染対策リーダーを集めた研修会を開催することとしておりまして、施設に対し

継続的に支援を行ってまいります。 

 

議長／農林水産部長児玉君。 

 

児玉農林水産部長／私からは１点、九頭竜川鳴鹿土地改良区の農業パイプラインの地元負

担と今後の対策についてお答えいたします。 

今回、損傷いたしました除塵期、これは川の水からパイプラインに入る穴に、ごみを取る、

こしとるような、そういった大型の機械になりますが、この復旧費用につきましては、管

理主体である土地改良区が破損箇所を調査し、補修候補などについて検討した上で、現在

まさに算定しているところであります。 
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その財源につきましては、国費65％、県費30％、合わせて95％の災害復旧事業、こちらに

よる対応を考えており、残り５％になりますが、こちらにつきまして地元負担が生じない

よう地元の市町と調整している、こういった段階であります。 

今回の被害の原因につきましては、奥越の山間部を中心に、時間雨量最大85ミリ、こうい

った集中的な降雨によりまして急激に九頭竜川の水位が上昇し、想定を超えるような大量

の土砂やごみが一気に流入した、こういったことが原因であると考えております。 

構造や操作上の問題ではないと考えております。 

今後の対策といたしまして、近年の異常気象による今回以上の大雨を想定し、今回のよう

な、再発の防止が重要と考えております。 

ゲートや双排水バルブ、こういった操作が必要になりますが、その操作手順マニュアルを

策定していきたいと思っております。 

また、土砂やごみの流入防止設備の整備、こちらも検討いたしまして、こういった対策に

よりまして、今後被害が発生しないよう、国や土地改良区と協議を交わしているところで

ございます。 

 

議長／佐藤君。 

 

佐藤議員／御答弁をいただきましたので、知事はじめ部長に再質問したいと思います。 

知事の答弁の中で、統一教会、国葬の問題で答弁をいただいたのですが、昨日、今日のマ

スコミの世論調査を見ましても、ＮＨＫでいいますと、国葬、前回は賛成が36％が今回は

32％、反対が前回は50％が今回が57％、昨日の夜のニュースでありました。 

今日の朝日新聞を見ますと、前回は賛成が41％、今回が38％、反対が前回50％で、今回が

56％、やっぱり反対が、どのマスコミの調査でも反対が多数ですが、とりわけ再度、直近

で調査したＮＨＫや朝日新聞の調査でも反対がさらに増えつつあるという状況です。 

これはいろいろ理由はあると思うんですが、先ほど言いましたように、安倍元総理に対す

る評価、これは杉本知事の評価と多くの国民の評価との食い違いということもあると思い

ます。 

そのことを今議論しても平行線ですので議論しようと思いませんが、問題は、少なくない

国民が安倍元総理が旧統一教会と深く関わりがあったんじゃないかと。 

彼の影響でかなり自民党の国会議員の中にも関係者が増えたんじゃないかと。 

安倍元総理がお亡くなりになりましたので、阿部元総理に対する関係の調査というのは行

われないということで、真相は現状では分からないということになっているんですけれど

も、やっぱりこういう状況があるんですね。 

そういう統一教会とかなり深い関わりのあった安倍元総理を国葬にする、それはちょっと

ひどいんじゃないかということで、二重の意味で反対の方が増えつつあるというように思

うんです。 

ですから、知事がおっしゃったのは、知事から見た安倍元総理の行政実績ということでお

っしゃったんですけれども、一方、この統一教会との関係で国民の批判が強まっている、

こういったところは知事としてどのように見ておられるのかという１点、確認をさせてい
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ただきます。 

それから、健康福祉部長ですが、大雨の空き家については、福井豪雨のときの経過を述べ

られたわけですけれども、先ほど私が申し上げましたように、空き家は物凄く過疎地域で

も増えているし、例えば福井市のような中心部でもどんどん増えているわけですね。 

それが全く放置されている空き家もあれば、先ほども言いましたように、丁寧に地元集落

と関係を持って手入れもされて、地元の過疎地域というか、限界集落の維持のために一緒

に力を尽くしておられるという方もいらっしゃるわけです。 

ですから、そこは何らか、今これだけ空き家問題というのが深刻になっている状況の下で、

さらに踏み込んだ、福井豪雨のときとはさらに踏み込んだ、20年近く前とは状況がさらに

進んでいますので、踏み込んだそういう支援策と対策というのが必要ではないかというの

を１点、お尋ねいたします。 

それから、コロナの関係では、明日からですかね、県も全数把握をやめるというようなこ

とも含めて、いろんな療養期間の短縮とか、いろいろ入ってくるんだと思うんですけれど

も、これも専門家からは本当に大丈夫かと。 

要するに、例えば７日目でも約４分の１近い方はウイルスを出し続ける、９日目でも約１

割近い方はウイルスを出し続けるということになってくると。 

そうなると、これまではとにもかくにも、一応コロナを終えましたと、治療期間を終えま

したという方が外に出ても安全だということの判断ができたわけですけれども、これから

は病院であれどこであれ、安全だという判断ができないまま病院も仕事をしなければいけ

ないということになってくるということで、医療関係者の間でも本当に大丈夫かという不

安があるわけですよ。 

ですからこの辺を、県としては国のそういう見立てということで県も準じてやられるわけ

ですけれども、この辺のフォローをどうされるのかというのを１点確認します。 

最後、農林水産部長ですけれども、５％残るのを、ちょっと答弁が、意味がよく分からな

かったのですが、県と市町で５%を持ってもらって、いわゆる農家、組合員さんの負担はゼ

ロにするという意味で答弁されたのか、それともゼロになるかどうかはまだ分からないと

いう答弁なのか、その辺ははっきりお答え願いたいと思います。 

 

議長／知事杉本君。 

 

杉本知事／佐藤議員の再質問にお答えを申し上げます。 

私から、安倍元総理と、それから統一教会との関係、これが政治的な大きな課題になって

いるんじゃないかという中での私の葬儀への出席についてお答えを申し上げます。 

この点につきましては、報道等でそうした報道がされていることは認識をいたしておりま

すけれども、こういった点も含めて、政府もしくは関係者においてしっかりと御説明をい

ただくべき事柄であると認識をいたしております。 

その上で私は、閣議決定をされて、国の公式行事として開かれる国葬ということでござい

ますので、これに対しては時間が許せば出席をしたいと申し上げているところでございま

す。 
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議長／健康福祉部長服部君。 

 

服部健康福祉部長／私からは２点、お答えを申し上げます。 

最初に、緊急被災者支援金について、空き家が増えているという現状に鑑みまして、きち

んと丁寧に手入れをされている方についてはさらに踏み込んだ支援をという御質問にお答

えを申し上げます。 

今回の被災者支援金でございますけれども、やはりまずは日々の日常を失った方を急いで

救うということを目的としてやらせていただいております。 

空き家について、被害を受けて生活再建に苦労されるというような方につきましては、生

活福祉資金貸付等もございますので、また一定の要件はございますが、そういったことも

御紹介したいというふうに考えております。 

それから２点目でございます。 

発生届が限定化されるということに関しての、療養期間を過ぎた後の対応が大丈夫かとい

う御質問でございますけれども、今回の療養機関が短縮されるに当たりましても、症状が

続く方については、やはり療養を続けてもらうということが求められております。 

そういったことはきちんと広報もしてまいりたいと考えておりますし、また、総合相談セ

ンターを設けますので、そちらのほうでいろんな相談にきちんと対応していきたいと考え

ております。 

 

議長／農林水産部長児玉君。 

 

児玉農林水産部長／私からは、災害復旧事業における５％の負担についてお答えいたしま

す。 

通常、災害復旧事業の場合、国65、県30の残り５％については、地元の市町と地域の方、

こちらの負担ということになっております。 

ただこれも、これまでの例ですと、市町のほうで全て５％負担といった場合もございます。 

今回の場合、まだ市町さんのほうも関係市町で結構数がありますし、そういった地元の市

町さんの予算のタイミングとか議会の関係がございますので、そういった調整をまさに今

進めている、こういった状況になっております。 

 

議長／以上で、佐藤君の質問は終了いたしました。 

田中宏典君。 

 

田中（宏典）議員／自民党福井県議会の田中宏典でございます。 

事前の通告に従いまして、質問と提言をさせていただきます。 

初めに、部活動の地域移行についてお伺いをいたします。 

今年６月６日、公立中学校等における運動部活動を対象とした提言が、運動部活動の地域

移行に関する検討会議から示されました。 
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これまで平成30年３月の運動部活動の在り方に関する総合的なガイドラインや、令和２年

９月の学校の働き方改革を踏まえた部活動改革についてなどの指針を踏まえ検討が進めら

れてきたもので、公立中学校で休日の運動部活動の指導を地域のスポーツクラブや民間事

業者に委ねる地域移行を2025年度末までに実現すべきだとする提言であり、提言を受け取

った室伏広治スポーツ庁長官は記者会見で、社会の状況が変わり、少子化や教員の働き方

から見ても改革する必要があるタイミングと述べ、地域進行を推進する意向を強調、財源

確保に向けて経済界から支援してもらえる仕組みを含め、スポーツ振興くじの助成など、

国としてあらゆる財源で検討すると語ったとの報道がございました。 

そこで、今回提言されました運動部活動の地域移行に関する提言と、これに対するスポー

ツ庁の対応について、県の受け止めをお伺いいたします。 

この提言の中で、地域スポーツクラブが地域の中で運動部の受皿の一つとして考えられて

おります。 

随分以前になりますが、県内各市町に総合型地域スポーツクラブを設置しようと取り組ま

れたと思いますが、その対応はすごく困難であったことを記憶しております。 

現在、県内の９市５町で27クラブが活動されておりますが、内容を見ると競技スポーツも

あることはありますが、ニュースポーツやレクリエーションスポーツの割合が多くなって

いると思います。 

また、令和２年３月に策定された県スポーツ推進計画の中で、地域住民のスポーツ参加を

促進するため拠点となる総合型地域スポーツクラブについて、官民が連携して継続的安定

的に運営できる環境整備及び活動の充実を図りますと規定されており、具体的な方策とし

て、学校施設等の有効活用や運動部活動としての弾力的活動の促進、適切な指導ができる

指導者の養成が掲げられております。 

このようなことから、総合型地域スポーツクラブはこれまで生涯スポーツの拠点として整

備されてきたと考えられ、運動部活動を移管する場合、さまざまな課題があると推察され

ます。 

スポーツ庁において令和３年度から実施されている地域運動部活動推進事業の県内でのモ

デル事業の結果及び評価について所見を伺います。 

また、令和５年度事業として概算要求された地域スポーツクラブ活動体制整備事業の概要

と県内での取組方針について所見を伺います。 

文化部活動についても、文化庁において検討されております。 

今年２月に設置された有識者会議では、８月９日までに７回の会議が開催され、様々な課

題について議論がなされたと思います。 

その中で、運動部とは違った課題も明らかになっていると考えます。 

また、今は公立中学校等についても検討中でありますが、これが進んでいくと、早晩、高

校における部活動の地域移行が検討されることも予想されます。 

中学校の文化部活動及び高校教育における部活動の地域以降についてはどのように考えて

おられるのか、所見を伺います。 

教育振興基本計画には、適性や興味、関心に応じた文化芸術、スポーツ活動の促進という

方針の中で、運動部活動は、生徒がスポーツの楽しさを味わい学校生活を豊かにするとと
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もに、主体性や社会性等を育み、個性や可能性を伸ばす役割を担いますと記載されていま

す。 

また、文化芸術は豊かな感性や創造性を育み、個性の伸長につながるため、子供たちが優

れた文化芸術に触れ、親しむ環境整備をしていくことが重要でありますとも記載されてお

ります。 

40年以上前に記憶を遡りますと、中学校、高校とも、同級生を除けば、部活の先輩や顧問

の先生方と共有した時間が一番長く、今も記憶に残っております。 

子供たちが人格形成をしていく上で、義務教育課程や高校教育課程における部活動の役割

は非常に大きいと考えております。 

そして、それぞれの地域に合った取組をしていく必要があると考えます。 

学校教育における部活動の意義についてお伺いするとともに、今回の部活動の地域移行に

ついては、それぞれの地域に合った取組をしていく必要があると考えますが、総合教育会

議を招集する立場である知事の所見をお伺いいたします。 

 

議長／知事杉本君。 

 

杉本知事／田中宏典議員の一般質問にお答えを申し上げます。 

私からは、部活動につきまして、学校教育における部活動の意義及び部活動の地域移行に

係る私の所見についてお答えを申し上げます。 

今も議員から御指摘いただきましたけれども、部活動というのは自分の子供の頃を振り返

っても、何といっても自主的、自発的に活動に参加するとか、勉強にも前向きになれると

か、また、責任感とか、それから連帯感の肝要ですとか、また、授業なんかでは学べない

ようなスポーツとかそれから文化活動、こういったことに幅広く親しむことができるとか、

さらには、何といっても多くの学年、それから先生方、こういった方々と触れ合うことで、

その人格形成、これが非常に応援される、支援されるといったところで、大変意義深いも

のだというふうに認識をいたしております。 

その上で、休日における部活動の地域移行、これについては、まず、運動部について申し

上げれば、例えばですけれども、鯖江市ですとかあわら市におきましては、総合的地域ス

ポーツクラブを受皿にしてやっていくとか、それから福井市の剣道ですとか、それから美

浜町のボート、こういったところは地域におけるそうした個別のスポーツ団体において受

皿にしていくとか、さらには、複数の学校でこういったものを一緒にやっていく、こうい

った例もあるわけでございますけれども、幾つかのというか、多くの団体におきましては、

なかなかその受皿がない、団体もなければ指導者もいないということで、平日に部活動を

集約していくとか、または休日の地域移行についても、先生がこれについて兼職兼業でや

っていく、こういったようなことの知恵が出されているわけでございます。 

各地域によって、大変いろんな状況がございます。 

こういったことを地域ごとによく議論をいただきながら、国が示しました令和５年度から

７年度という改革集中期間がありますので、こういった期間に休日の部活動の地域移行に

ついて少しでもいい方向に向かうように、県といたしましても、国と共に、＊＊＊いたし
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ます市や町、こういったところと協力しながら前に進めていきたいと考えているところで

ございます。 

 

議長／教育委員会教育長豊北君。 

 

豊北教育長／私から３点、お答えいたします。 

まず、今回の運動部活動の地域移行に関する提言と、これに対するスポーツ庁の対応につ

いての県の受け止めについてのお尋ねでございます。 

提言について、本県のように都市部でない地域では、受皿として示された民間スポーツク

ラブや大学が少なく、指導者の確保が困難な地域も多いことなどから、そのまま受け入れ

ることは厳しいと考えております。 

また、提言を受けて出された文部科学省の概算要求では、コーディネーターや実技指導等

ができる指導者の配置、経済的に困窮する世帯の子供への支援など、市町が活用できそう

なものもございますが、運営団体や実施主体の整備充実、広域的な人材バンクの設置、施

設整備、マイクロバスの助成など項目はあるのですが、具体的な支援内容が示されていな

いことが多く、現在、国に内容を確認しているところでございます。 

なお、今後も市町と検討を進めていく中で、不十分な点がある場合には改めて国に要望し

てまいります。 

２点目は、県内のモデル事業の概要及び結果と評価、また、今後の取組の方針についての

お尋ねでございます。 

国は、令和３年度から全国各地で実践研究を実施し、課題の検証や研究成果を普及するこ

とで、休日の地域部活動の全国展開につなげたいと考えております。 

本県の昨年度の地域運動部の実践研究、鯖江市と美浜町でございますが、それでは８割以

上の生徒が非常に指導に満足するなどの成果がございました。 

また一方で、現行のクラブ会費では指導者の謝金が賄えない、また、指導者の確保が困難

である、指導者との連絡調整等に教員に新たな負担が生じたなどの課題が確認されたとこ

ろでございます。 

今年度は新たに福井市や大野市でも実践研究を行ってまいりますが、今後、課題や成果を

検証してまいります。 

来年度の概算要求の事業につきまして、コーディネーターや指導者の配置等が盛り込まれ

ておりますが、その内容を十分確認した上で、県内市町の個々の中学校の具体的な休日の

部活動の地域移行の中で活用を検討してまいりたいと考えております。 

３点目は、中学校の文化部活動及び高校教育における部活動の地域移行についてのお尋ね

でございます。 

中学校の文化部活動について現況調査を行ったところ、吹奏楽部と合唱部のほぼ全てにお

いて土日のどちらかで部活動をしていることが明らかになりました。 

吹奏楽部の地域移行に向けましては、指導者の確保だけでなく、楽器の移動、楽器別練習

場所の確保など、他の部活動にはない課題が指摘されております。 

文化部活動が円滑に地域移行できるよう、国の支援制度の活用を図り、主体である市町や
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その地域の文化芸術団体等と検討を進めてまいります。 

高校においては、野球部やサッカー部、吹奏楽部などの部活動が、高校の魅力や特色の一

つとなっております。 

地域移行については、国や他県の動きを見ていくことになりますが、現時点では考えてお

りません。 

 

議長／田中宏典君。 

 

田中（宏典）議員／ありがとうございました。 

教育長、１点だけ確認させていただきたいんですが、来年度の当初から全国で休日の移行

ということを2025年度末までに全てのところでということで提言がなされているというふ

うに思いますが、福井県として来年度から何らかのスタートをされるのか、そこを改めて

お伺いいたします。 

 

議長／教育長豊北君。 

 

豊北教育長／今、市町で検討を始めているところなんですが、少なくとも、この令和３年

と４年度でモデル地区で進めてきているところは、令和５年度から本格的にやりたいとい

うことを聞いておりますし、また、来月、市町の教育長さんとこの部活の地域移行につい

てみんなで話し合う予定もしておりますので、できるだけ令和５年度から少しでも進むよ

うに取り組んでまいりたいと思っております。 

 

議長／田中宏典君。 

 

田中（宏典）議員／昨日テレビで見ておりましたら、今年の甲子園の予選で、奈良県予選

なんですけども、天理高校と生駒高校、コロナの影響で生駒高校が初戦に出られなかった

ということで天理高校から申入れをされて、ベストメンバーでもう一度試合をしようとい

うことで、両校の保護者や関係者の皆さんが集まられて試合をしているような状況を放映

されておりました。 

そういった部分で、絆といいますか、スポーツを通したそういった人間関係の構築という

ものに相当寄与している部分があるかなと、先ほど知事もおっしゃっていただきましたが、

感じております。 

そういった中で、地域の移行をしていくことになりますと、大きな課題が出てきます。 

一番の課題としては、私は誰が責任を持つのかということになろうかと思います。 

地域へ移行していく場合に、やはりそういった責任の所在というものをしっかりしていか

ないと、なかなかそれぞれの地域でやっていけないというふうにも思いますので、そうい

ったことにつきましても、今後十分に検討していただいて進めていただきたいというふう

に思います。 

次に２点目、教育振興基本計画についてお伺いをいたします。 
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令和２年３月に策定された教育振興基本計画には、特性や心情に配慮し、誰もが安心して

学べる環境の整備が方針の一つとして定められ、教員に対する研修会や他の機関との連携、

スクールカウンセラーなどの専門家の活用などに取り組まれ、不登校と気がかりな児童生

徒に対応してこられたと思います。 

以前、県議会においても、発達障害、不登校、引きこもり等支援議員連盟をつくり、問題

解決に向けて努力をしてまいりました。 

しかしながら、令和２年の調査では、不登校者数は高校ではやや減少したものの、小・中

学校ではやや増加しており、ヤングケアラー等々さまざまな問題を抱えた児童生徒は増加

しているように感じております。 

これまでの気がかりな児童生徒に対する取組の効果についてお伺いをするとともに、県内

のスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの配置状況や課題について、県の

御認識を伺います。 

５月末から６月にかけて、鈴木宏治議員と共に、定時制通信制教育振興会連合会の役員と

して学校訪問を行い、それぞれの学校の現状や課題についてつぶさに拝見し、意見交換を

させていただきました。 

いずれの学校においてもスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの方々にお

世話になることが多く、負担が増加しているように感じております。 

現状は１日数時間、何日かに一度の学校訪問というスポット的な対応となっており、小中

学校においても気がかりな児童生徒が増加している現状から鑑みると、今後さらにニーズ

が増加することも推測されます。 

その主な原因は、県内においてスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーとな

っていただく臨床心理士や社会福祉士の有資格者の絶対数がいないということ、その資格

だけは生業とならないということが考えられます。 

医療や福祉分野との連携を強化し、人材確保をしていく必要があると考えております。 

そこで、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーについては、県において臨

床心理士、社会福祉士を専門職として一定数採用し、これまで以上に各学校への派遣、対

応時間を増やすことを取り込まれてはどうかと考えますが、御所見を伺います。 

また、定時制においては養護教諭についても非常勤の学校がございます。 

生徒の在校時間には学校に常駐させる必要があると考えますが、御所見を伺います。 

高校の定時制課程はこれまでの夜間から昼間制に変わり、その役割も変わってきておりま

す。 

しかしながら、学校施設はこれまでの空き教室などを活用している状況であり、個別相談

や自習スペースなどが不足している状況も確認できます。 

さまざまな課題を抱えた児童生徒が登校し、学習しやすくなるような学校の環境整備も必

要と考えますが、御所見を伺います。 

 

議長／教育委員会教育長豊北君。 

 

豊北教育長／私から３点、お答えいたします。 
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１点目は、気がかりな児童生徒への取り組みの効果、スクールカウンセラー、ソーシャル

ワーカーの配置や課題についてのお尋ねでございます。 

気がかりな児童生徒に対して、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーが児

童生徒の心のケアや保護者を支援しております。 

令和３年度は、不登校児童生徒が小学校で73名、中学校で255名、県立高校で62名、登校で

きるようになるなどの効果を上げております。 

令和４年度は、スクールカウンセラーは100名、スクールソーシャルワーカーは30名、学校

の規模や不登校児童生徒数など、学校の状況に応じて配置しております。 

配置時間についても状況に応じて年々増やしております。 

いじめや不登校、ヤングケアラーなど、問題が複雑化し、相談件数も増加する中、学校と

スクールカウンセラー、ソーシャルワーカーなどの専門家がしっかり連携し、児童生徒の

悩みに的確に対応していくことが重要であると考えており、今後ともより一層、緊密な連

携が図られるようにしていきます。 

２点目は、定時制、通信制高校におけるスクールカウンセラー、スクールソーシャルワー

カー及び養護教諭の採用についてのお尋ねでございます。 

定時制、通信制高校に配置しているスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー

は10人おり、ほぼ全員が臨床心理士や社会福祉士等の資格を有しております。 

また、令和４年度はスクールソーシャルワーカーの配置を160時間増加いたしました。 

さらに定時制高校に配置しているスクールソーシャルワーカーを通信制高校にも配置する

ことにより、拡充を図っております。 

定時制への養護教諭の定数については標準法で定められているため、全ての定時制高校に

常勤で配置することは難しくなっております。 

そのため、常勤を配置していない学校については、定数とは別に非常勤の養護教諭を配置

しております。 

非常勤の勤務時間については、各学校の生徒の状況を踏まえ検討してまいります。 

３点目は、高校の定時制課程において聞いて様々な課題をかかえた生徒が学習しやすくな

るような環境整備についてのお尋ねでございます。 

昼間定時制高校の入学者数は７校のうち４校において、昨年度と比べ増加しております。 

不登校を経験するなど、様々な背景を持った生徒が在籍している状況でございます。 

そのため、生徒からの相談件数も多く、相談室のみで不足する場合には空き教室等を活用

したり、相談室を分けるなどきめ細かな対応が今、必要となっています。 

また、学校からは専用の自習スペースを設けたいとの声もあり、施設の利用状況を確認し、

学校ともよく相談しながら生徒が安心して学習に取り組むことができる環境作りを進めて

まいりたいと考えております。 

 

議長／田中宏典君。 

 

田中（宏典）議員／ありがとうございます。 

現状については、教育長しっかりと御認識をいただいているようでありますけれども、私
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どもとしましてもう少し対応というものを強化していただきたいという思いもありますの

で、今後学校等とも相談をしながらしっかりと要望させていただきたいと思っていますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。 

次に、県立大学の第３期中期計画についてお伺いします。 

県立大学の第３期中期計画は、2019年４月１日から2025年３月31日までの６年間を計画期

間として、地域や大学を取り巻く環境変化に的確に対応し福井県の持続可能性と県民の福

祉向上に寄与することにより、県民に信頼され、地域に貢献する大学として使命を果たし

ていくため、次の３つを基本方針として新しい学部・学科の開設などの取り組みを実行す

るとして策定されました。 

１つ目は、地場産業と地域の活性化を担う新たな人材育成。 

２つ目が、多様な学生の確保と県民の学び及びリカレント教育の支援。 

３つ目が、福井の元気や持続可能性を支える大学強化であります。 

そして計画期間の前半、おおむね３年間で取り組みの計画を実現するとし、前半３年を経

過する時点で進捗状況を評価点検し、必要に応じてその計画内容を見直すこととしていま

す。 

それぞれの進捗状況と、今後の見通しについて知事の御所見をお伺いいたします。 

新学部、学科の開設については、６月定例会の総務教育常任委員会において、大学私学課

長から、これまでの間、創造農学科であったりとか、先端増養殖学科、恐竜学部について

方向性を出してまいりました。 

次世代の地域リーダーを養成する新学部についてもこの中期計画に掲げたとおり、新学部

の設置に向けて学内で鋭意議論を進めておりますと説明を受けております。 

また、先日、こどもの明るい未来推進議員連盟の勉強会で、ふくいアカデミックアライア

ンスの取り組みと現状について、福井大学、県立大学、福井工業大学、仁愛大学の県内４

大学の取り組みにお聞きし、県内入学者の確保や学生の県内定着等について意見交換をさ

せていただきました。 

私自身、地方創生や人口減少対策等の観点から県内大学の新学部設置については、平成28

年から繰り返し提案してまいりました。 

特に次世代の地域リーダーを養成する新学部については平成30年9月の予算特別委員会に

おいて具体的な事例も出して提案したこともあり、思い入れもございます。 

先日わが会派の代表質問でも総務部長からできる限り早期に具体的な方向性を示せるよう

に努めて行きたいと答弁がありましたが、改めて次世代の地域リーダーを養成する新学部

については県内出身者の確保と県外からの入学も見込めるため、早期の設置を期待してお

りますが、現状と具体的な課題についてお伺いをいたします。 

 

議長／知事杉本君。 

 

杉本知事／私から県立大学の第３期中期計画の進捗状況と、今後の見通しについてお答え

を申し上げます。 

御指摘いただきましたように、令和元年度から令和６年度までが第３期の中期計画の期間
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ということでございまして、この期間にあたりまして、３つの基本方針の下で、新学部、

新学科の創設ですとか、教育、研究、地域貢献、こういったことなど、９つの項目を今、

進めているところでございます。 

この３つの基本方針のうち、まず人材育成の面では、創造農学科、これは令和２年度に創

設をいたしました。 

それから、先端増養殖科学科、これを令和４年度に、そして来年度には看護系の博士後期

課程を設置、さらに令和７年度を目標といたしまして、恐竜学部、これを設置していこう

としているところでございます。 

また、多様な学生の確保やリカレント教育の部分では総合型の選抜入試、これを令和３年

度から実施をいたしておりますし、公開講座につきましてもオンラインでの実施、こうい

ったことで拡大をしていくというようなことも取り組んでいるところでございます。 

それから３つ目の大学の機能強化というところにおきましては、１つには、農業とか、漁

業で先端的に取り組んでいらっしゃるような方、こういった方を特任講師に招くというよ

うな制度の創設もさせていただいていますし、また大学発のベンチャー企業の設立の支援、

こういったことなども行いまして、地域貢献活動を行っているというところでございます。 

評価委員会の皆さんからは、おおむね計画どおりに達成しているといった御評価をいただ

いておりますけれども、一方で御指摘もいただきました地域リーダーの育成のための学部

の創設ですとか、また、いろんな論文を出したりとか、研究費を取ってくるとか、こうい

ったところに課題があるわけでございまして、こういったところもこれからさらに進展を

させられるように支援をしていきたいと考えているところでございます。 

 

議長／総務部長鷲頭君。 

 

鷲頭総務部長／私からは１点、次世代の地域リーダーを養成する新学部の現状と課題につ

きましてお答え申し上げます。 

県立大学におけます新学部新学科につきましては、これまで創造農学科や先端増養殖科学

科の設置や恐竜学部の道筋をつけてきたことはございますが、次世代の地域リーダーを養

成する新学部につきましては、御指摘のとおり課題として残されておりまして、現在、学

内におきましてこれまでの議論も踏まえながら本格的な検討が進められているところでご

ざいます。 

具体的には、核となる教員の確保、あるいは魅力ある教育内容の構築のほか、施設整備や

運営コストなど、経営面での影響や課題につきましても、学内で整理をしながら関係者間

の調整を進めている状況でございます。 

新学部の開設に当たりましては、学生のニーズ、県内他大学との棲み分け、また、卒業後

の県内就職など、入口と出口のそれぞれの課題について整理をしていく必要があると認識

しておりまして、未来協働プラットフォームふくいの枠組みも活用しながら、関係者と議

論を深め、できる限り早期に具体的な方向性を議会へお示しできるようにしっかりと進め

てまいりたいというふうに考えております。 
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議長／田中宏典君。 

 

田中（宏典）議員／よく分かりましたが、その課題についてはしっかりと、具体的にそれ

がなぜ問題になっているのかというところが本当の問題かなと思いますので、そういった

ところしっかりと精査していただきたいと思います。 

西畑議員の代表質問でも県の職員採用のことが題になっていますが、地方公務員というの

は、国の官僚とは違ってそのときの経済情勢によって就職の方向性もかなり変わってまい

ります。 

やはり学生の段階から、小さいときから地域を支えていきたいとか、そういった思いとい

うものを育ててもらう必要があるというふうに思いますので、そういったところを十分御

理解いただきながら、ぜひ取り組んでいただきたいなと思いますし、県だけではなしに各

市町においても職員の採用というのは大変苦慮しております。 

県からも少なからず職員派遣も各市町にしていただいていると思いますが、そういった人

材をしっかりと県立大学として育成していけるように、今後もできるだけ早期に対応をお

願いをいたしたいと思います。 

それでは、４点目の質問に移らせていただきます。 

新型コロナウイルス感染症対策についてお伺いします。 

国の方針転換により、福井県においても感染者の発生届けの限定化を決定されました。 

提案理由説明で知事は感染者数の把握については、今回重症化リスクのある方を発生届を

限定とし、これにより発生届の対象外となる方が不利益を被ることがないよう、その対応

を整えることが重要と考えております。 

本県では、相談や健康フォローアップを担う総合相談センターを明日14日に開設し、発生

届の対象となる方の陽性登録を受け付けるとともに、療養証明書の発行を可能といたしま

す。 

そして、さらに高齢者施設の嘱託医や協力医療機関による往診が困難な場合に、医師会の

協力をいただきながら、施設等に往診する体制を早急に整備し、医療機関や保健所の業務

逼迫を回避するとともに、医療を必要とする方々に適切に提供できる体制をつくってまい

りますと述べられました。 

発生届を限定化することにより、保険証がかかわらないために、無症状者や低リスク者の

行動は自己申告自己管理となってきます。 

無症状者は低リスク者は若年層に多く、学校や保育所などの児童福祉施設の対応に支障が

発生することが懸念されます。 

改めて感染者の発生届の限定化の狙いと効果、それによって生じる課題について御所見を

お伺いいたします。 

また学校や児童福祉施設での対応がどのようになっていくのか、低リスク者の他者への感

染防止対策は十分に対応できるのかどうか御所見を伺いします。 

高齢者については重症化リスクのある方に分類され、感染した場合、基本病院に入院する

というふうに認識していますが、毎日の感染者数の発表を確認していると、施設入所の高

齢者が死亡という発表があります。 
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新型コロナウイルス感染症発生当初は、全国の高齢者施設等でクラスターが発生し、様々

な対応がなされましたが、最近ではあまりそのような報道も報告も少なく、私たちも医療

機関や保健所の業務に関心を寄せ、注力してまいりました。 

しかしながら、今回の国の方針転換を契機に住民の皆様から質問をいただき、関係者と懇

談をさせていただいて、施設療養やそこで働く介護職員や看護職員の負担、施設そのもの

の運営についても様々な課題が今もあることを確認いたしました。 

県においても、方針転換するのであれば、これらの課題についても同時に解決していく必

要があると考えます。 

今回の対応により医療機関への負担軽減が図られると思いますが高齢者施設など、現状の

課題についてお伺いするとともに、９月補正予算と今後の対応について、御所見をお伺い

します。 

 

議長／健康福祉部長服部君。 

 

服部健康福祉部長／私からは２点お答えを申し上げます。 

１点目は、発生届の限定化の狙いと効果、それによって生じる課題についての御質問にお

答えを申し上げます。 

７月以降、感染者数が連日過去最高を更新する状況におきまして、医療機関が保健所への

発生届の提出のために氏名や住所、基礎疾患の有無などを入力する事務作業に、大きな手

間が取られる状況となっておりました。 

そのため、医療機関における負荷を削減することを目的に、発生届を65歳以上の方に限定

することとしたところでございます。 

これにより医療機関や保健所などが重症化リスクのある方への治療や健康観察により集中

して取り組める効果があると考えています。 

実施に当たっては、発生届対象外の方の体調悪化に対応することが課題でございます。 

総合相談センターを設け、医療機関の受診調整や入院など、必要な医療を提供する体制を

とらせていただきまして、加えて、宿泊療養の希望、療養証明の発行などにも対応してま

いりたいと考えております。 

２点目に、高齢者入所施設等のクラスターの現状と課題、９月補正予算と今後の対応につ

いての御質問にお答えを申し上げます。 

高齢者施設では、第７波で39件の集団感染が発生し、患者に早い段階で医療を提供し、重

症化を防ぐこと、そして職員の感染による人員不足の中で、感染対策をしながらどのよう

に介護サービスを継続するか、この２点、大きく申し上げますと、この２点が課題となり

ました。 

このため、施設内の医療提供には、施設嘱託医、実際に、コロナのクラスターを見ていた

だいた施設嘱託医などを講師といたしました、クラスター対応事例研修を今月４日に県医

師会と共同で行いまして、お医者様でありますとか、施設管理者など、多くの方に参加い

ただいたところでございます。 

また、32の医療機関の往診体制を整えるとともに、有志医師などによる往診チームづくり
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進めているところでございます。 

また、介護サービスの継続には、法人内での応援職員の投入や、ほかの施設職員、有志に

よる感染対策チームが介護方法の助言を行っておられます。 

さらに現在、施設で感染者発生時に初動対応を行う感染対策リーダーを養成しているとこ

ろでもございます。 

こうした取り組みを進めるため、医師の施設等への往診に係る経費を支援するとともに、

施設において感染対策を取りながらサービス継続した場合のかかりました経費を拡充して

おりまして、施設感染時における適切な医療提供と業務の継続を支援してまいります。 

 

議長／教育委員会教育長豊北君。 

 

豊北教育長／私から全数把握をやめた場合の学校や児童福祉施設での対応についてお答え

させていただきます。 

各学校や児童福祉施設では、従前より保護者からの連絡により、陽性者の把握を行い、臨

時休業等の対応を行ってきております。 

全数把握をやめた場合でも、これまでと対応は変わらないものと考えております。 

陽性者や濃厚接触者となった児童生徒、園児は出席停止や登園自粛となりますし、体調が

悪い場合や、家族に体調不良の方がいる場合についても登校、登園を控えることになって

おります。 

また、高齢者等重症化リスクのある方への家庭内での感染防止のため、私立を含めた小中

学校や高等学校、特別支援学校において、９月から感染の不安がある児童生徒が希望する

場合に抗原検査キットを配付しております。 

 

議長／田中宏典君。 

時間がございませんので簡潔に。 

 

田中（宏典）議員／今、教育長のほうから保護者からの聞き取りでということでありまし

たが、 その保護者の考え方ひとつで報告があるかないかということも、当然ございますの

で、そういったことも十分に気をつけて対応いただきたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

以上で終わります。 

 

議長／以上で、田中宏典君の質問は終了いたします。 

ここで、休憩いたします。 

 

＊ 休憩中 ＊ 

 

議長／休憩前に引き続き会議を開きます。 

野田君。 
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なお、野田君より、資料を使用したい旨の申出があり、これを許可いたしましたので御了

承願います。 

 

野田議員／民主・みらいの野田哲生です。 

最初に、ふく育県としての県内の子育て環境の充実について伺います。 

県は、社会全体で妊娠・出産・子育てを応援する機運を高めていくため、去年10月から「ふ

く育」応援事業をスタートしました。 

会派の代表質問でもお聞きしましたが、９月補正予算では県外に向けたテレビＣＭや移住

定住の相談イベントなどに約１億9,000万円を計上し、まずはイメージ戦略から移住につな

げていこうとするものであります。 

待機児童ゼロの保活不要というキャッチコピーや、医療費が高校生まで助成されるなど、

都市部の子育て環境と比較すれば強いアピールポイントにはなりますが、ほかの地方都市

も独自の施策で都市部に向けてＰＲしているため、同じ土俵で競争し合っているというイ

メージがあります。 

そこで、改めて福井県内の育児環境と保育の現状を踏まえて質問をしていきたいと思いま

す。 

まず、今年６月に国勢調査2020年の結果が公表されました。 

福井県の共働き率は全国１位で61.2％、平均の51.6％大きく回っています。 

県は今年２月、企業向けの「ふく育応援団登録制度」を設置して、経営トップのリーダー

シップによる、仕事と子育てが両立しやすい職場環境づくりを推進しています。 

国も、今年４月から男女とも仕事と育児を両立できるよう「産後パパ育休制度」を創設し、

雇用環境整備、個別通知・意向確認などを義務化する法改正を行っております。 

ここで、福井県のデータを紹介したいと思います。 

配付した資料を御覧ください。 

福井県勤労者就業環境基礎調査では、男性の育児休業取得率は令和元年度では6.4％だった

ものが、昨年、令和３年度には約２倍の12.9％まで上がってきています。 

それでも全国平均の14％にはまだ達しておりません。 

そして、積水ハウスが去年６月に全国9,400人に調査した男性育休白書によると、福井県の

男性育休取得日数が、僅か1.7日と全国39位であります。 

また、男性自身が家事育児を行うことを幸せに感じるかという幸福度指数では、0.7と全国

46位となっております。 

これらのデータから見ると、福井県は男性の育児に対する意識を向上させていく必要があ

ります。 

10月１日からは産後パパ育休制度がスタートし、育児休業の分割取得も可能となります。 

そこで、育児・介護休業法の改正を受けて、県は、産後パパ育休等の制度を県内企業に周

知し、周知や啓発を行うなど、「ふく育県」として県全体の男性の育児休業取得率や取得

日数を引き上げるべきだと思います。 

どのような手法で意識と数値を高めていくのか、所見を伺います。 

最近、企業の社長と話をしていると育児休業制度を知らなかったり、知ってはいるけど私
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のような会社で休まれたら他の社員の負担が増えるし、業務が回らないと、人手不足とい

う社会情勢があることを実感してしまいます。 

しかし、男性の育児休業取得は、会社が従業員とその家族を大切にしているというメッセ

ージになったり、柔軟な対応ができるリーダー・イクボスが増えたりと、企業にもたらす

メリットもあり、ワーク・ライフ・バランスが充実した働き方によって従業員・会社のど

ちらにもプラスとなる環境となります。 

そこで、まずは県がふく育県のモデルとなるよう、男性職員が育児休業を取得しやすい環

境を示していくべきだと考えますが、県職員の男性育児休業の直近の取得率及び平均取得

日数を伺うとともに、この制度改正を踏まえ、今後の取得率及び取得日数の目標を伺いま

す。 

さらには、この議会で公務員の65歳定年制への条例改正が提起されています。 

全国自治体トップの「ふく育県」の大きなアピールとするためにも、若手職員に対し次年

度の意向確認をしっかり行い、該当者がいる職場に対しては役職定年者を含むベテラン職

員による加配も実施すべきだと考えますが、所見を伺います。 

次に、子育て環境の充実として大事な福井県の保育について伺います。 

待機児童がゼロの都道府県は、昨年令和３年４月では、北陸３県を含む12県となり、全国

的には解消されてきているという傾向が見られます。 

しかし、待機児童はいないものの、自宅や職場近くなどを希望した保育園に通園できてい

ないという声も聞いております。 

我が会派の代表質問では、１、２歳の低年齢児担当の保育士の加配補助の拡充について必

要性を求めましたが、市町の意見も聞きながら事業内容の見直しや保育人材等の確保を進

め、保育士加配が確実に行えるよう努めていくとの答弁がありました。 

私も保育士の現場を公立、私立園の園長や保育士からも現状を聞きしておりますけれども、

人員不足が要因となる保育時間の多忙さ、保育と記録書類作成の両立の中での持ち帰り残

業、それに加え低い給与水準も重なり、離職率が高いという状況がいまだに多いと聞いて

おります。 

特に最近では、若い保育士が全国の求人サイト、例えば保育士人材バイク、あるいは保育

士ワーカーというそのサイトによって、今の勤務園より処遇のいいところを探して転職す

る傾向が増えているとも聞いております。 

福井県は、令和元年10月に保育人材センターを社会福祉協議会に業務委託し、開所してか

ら３年が経過しました。 

そこで保育人材センターへの、保育士から多い相談内容、人材確保に向けたマッチングの

成果と課題、そして県が行う求人・求職マッチングのメリットデメリットを踏まえ、充実

した保育を目指すために県が取り組むべき政策は何なのか伺います。 

子育て環境を充実していくには、もちろん、ふく育パスポートなどの経済面へのサービス

や医療費への支援も必要でありますが、男性の育児休業への環境整備、保育の質の向上、

子どもの遊び場、学校の教育環境など、そういったものを全て充実することを積極的に進

めていくべきだと考えます。 

全国トップクラスの子育て環境をさらに充実させていくために、「ふく育県」として、県
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会者向けでなく、県民に認知され、そして実感してもらうために、今後、福井県で足りて

いない部分の急ぐべき取組や方針について、知事の所見を伺います。 

 

議長／知事杉本君。 

 

杉本知事／野田議員の一般質問にお答えを申し上げます。 

私からは、全国トップクラスの子育て環境をさらに充実させるために、今後急いで行うべ

き県の取組や方針についてお答えを申し上げます。 

県議会の御理解も賜りまして、今年度の当初予算で子育て予算を倍増させていただきまし

た。 

結果といたしまして、子ども１人当たりの子育てに係る行政の経費、これは全国１位とな

っているところでございまして、ふく育県というのを宣言をさせていただいて、現在、推

進をしているというところでございます。 

このふく育県の実現に向けて急いで取り組まなければならないこととして大きく考えてお

りますのは３点ございます。 

まずは、今回、御提案させていただいております、全国１位となる不妊治療、こういった

ものへの助成、それから保育料の無償化の拡大、こういった子育ての負担を軽くするとい

うこと。 

それから、例えばこれまでに実施をさせていただいております、全天候型の子どもの遊び

場ですとか、また、ベビサポトイレ、こういったようなものを多く設置することによりま

して、子育てを楽しくする、さらには、ふく育パスポート、ふく育割、こういったものを

県民の皆さんに多く普及をさせていただくことで、子育てで得をすると、こういったこと

を実現していくことが重要だというふうに認識をいたしております。 

さらに、今後は、まだできておりませんけれども、例えば子育てタクシー、ちょっと自分

が会社から戻るまでの間、子どもを連れて、ある場所へ連れて行ってほしいとか、こうい

うような子育てタクシーとか。 

あと、福井県内でなかなか普及していっていないのがベビーシッターとか。 

こういったような、ちょっとしたところを、そこを取り次いでくれる、もしくは家庭の中

でもやってくれる。 

こういったようなサービスの充実についても、関係者の皆さんと今御相談をさせていただ

いているところでございます。 

あわせまして、議員の御指摘にもありますけども、このふく育県というのを県外だけじゃ

なくて、県内の皆さんにも十分認知をしていただく。 

そうすることで、まずは実感をしていただく。 

また、子どもたちが、子どもの頃からそれを見ていて、これはいいなといって県内にとど

まろうと思ったりとか、もしくは外に出ていって、福井はふく育県だからといって戻って

こようとする。 

こういうようなことの気持ちも育っていくと思いますので、そういう意味では県内でのＰ

Ｒ、こういったことも十分これから活用しながら、行いながら、ふく育県、こういったも
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のの普及等を図ってまいりたいと考えているところでございます。 

 

議長／総務部長鷲頭君。 

 

鷲頭総務部長／私からは２点お答えを申し上げます。 

初めに、県職員の男性育児休業の実績と制度改正を踏まえた今後の目標について、お答え

を申し上げます。 

男性職員の育児休業につきましては、所属長によります育児参加プランの作成や報告の義

務づけや、職員の声掛けの徹底、会議や研修等を通じた周知に力を入れてまいりました。 

これによりまして、取得率につきましては、令和２年度が33.3％、令和３年度が52％、令

和４年度は、７月末現在でございますが83.9％ということで、向上をしているところでご

ざいます。 

また、平均取得日数につきましては、令和３年度は40.1日というふうになっているところ

でございます。 

今後とも、引き続き代替職員の配置や外部アドバイザーの個別サポートなどの支援ととも

に、10月以降に可能となります育児休業の分割取得制度を積極的に周知をするなど、安心

して育休を取得できる職場づくりを進めまして、希望する全ての男性職員が１か月以上の

育児休業を取得することを目標に、取得の推奨を行ってまいりたいというふうに考えてご

ざいます。 

次に、男性職員への次年度の育児休業の意向調査と取得意向の職員がいる職場へのベテラ

ン職員の加配についてお答えを申し上げます。 

男性職員につきましては、これまでもお子さんが生まれることが明らかになった時点で人

事課に報告をしていただき、生まれる３か月前までに育児参加プランを提出していただく

など、育児休業などの意向につきましては、事前に十分に把握をさせていただいていると

ころでございます。 

引き続き、しっかり把握をしてまいりたいというふうに考えてございます。 

また、育児休業を取得する男性職員がいる所属に対しましては、希望に応じて、育休期間

中、会計年度任用職員を配置するなどの支援を行ってございます。 

今後、定年引き上げによりまして、専門知識や経験豊富な役職定年者などのベテラン職員

の配置が可能となりますことから、男性職員に限らず、長期の育児休業を取得する場合に

は、所属内の人員や構成を十分に踏まえた上で、柔軟に配置を検討してまいりたいという

ふうに考えてございます。 

 

議長／健康福祉部長服部君。 

 

服部健康福祉部長／私からは２点お答えを申し上げます。 

最初に、県内企業における男性の育児休業取得率及び取得日数の向上についての指標（？）

についての御質問についてお答えを申し上げます。 

県内企業の男性育休取得率は昨年度12.9％であり、全国平均の13.97％を下回っており、仕
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事と子育てを両立しやすい環境を整備する観点から、男性の育休取得を大胆に推進してい

くことが必要だと考えております。 

本県では、現在、かえるプロジェクトと題しましたキャンペーンを展開しております。 

これは、定時で帰る、それから育休を変えるという意味を込めての名前でございますけれ

ども、まず県内報道機関と連携しまして、テレビＣＭの放映、先進的な取組を行う県内企

業を紹介する番組の放映、それから、県内施設へのポスターの掲示などを実施しておりま

して、本事業を通じて、男性が育休を取得しやすい機運の醸成を進めているところでござ

います。 

また、男性の育休取得の促進には、企業、特に経営者の皆さんの意識改革が不可欠でござ

います。 

本県では、包括連携協定締結企業と連携しまして、個別の企業への働きかけや、育児育休

法（？）改正の内容周知を行っているところでございます。 

さらに、今後は経営者を対象とした講演会なども積極的に開催していきたいと考えており

ます。 

このような取組を積み重ねながら、男性の育休取得が当たり前なふく育県を目指してまい

りたいと考えております。 

２点目に、保育人材センターの相談内容、成果、課題と充実した保育を目指すための取り

組むべき施策についての御質問にお答えを申し上げます。 

保育人材センターの相談内容については、保育士からは求職（？）や職場環境、働き方、

給与などの処遇に関する相談が、保育所等からは求人に関する相談が多いという状況でご

ざいます。 

また、センターを介した就職の件数は、令和元年10月にセンターを開所しましてから、累

計で令和４年８月末現在で101件となっており、目標としていました令和６年度末の150人

を前倒しで達成できる進捗となっています。 

充実した保育を提供していくには、経験を持った保育士の定着や、必要なときに保育士を

安定的に確保できることも非常に重要と考えております。 

そのために、保育人材センターとしては、園長経験を持つコーディネーターを配置してい

る強みを生かしまして、各ケースの特性に応じたきめ細やかなマッチング支援をさらに進

めるとともに、働きやすい職場環境づくりへの支援や、保育士という職業自体の魅力発信、

こちらの取組を強化していきたいと考えております。 

 

議長／野田君。 

 

野田議員／今の、県職員の取得率８割、それから、取得日数は40日を超えている、非常に

民間に比べて進んでいると思いますので、ぜひそれを民間のほうにも周知しながら、全体

を高めていってほしいなというふうに思います。 

それでは、次の夢のある次世代農業について伺っていきたいと思います。 

県では、平成26年ふくいの農業基本計画を策定し、大規模な営農経営を目指した取り組み

を進め、昨年度までに23経営体のメガファームが設立されました。 
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また、集落営農組織の法人化と併せ、農地集積を進め、集積率も令和３年度までに68.4%

まで向上させるなど、成果を上げてきました。 

その後、令和元年度から５カ年計画として新ふくいの農業基本計画を打ち出し、大規模な

農業法人や専業農家から小規模農業者まで、全ての農家が活躍できる農業新時代を基本理

念として、若者や地域の人材を実現していくものであります。 

そこで県では、これまで実演会などを開催しながら自動操舵システムやドローンによるス

マート農業を推進しておりますが、県全体のスマート農業の導入状況と県内全ての農地に

対する導入面積率を伺うとともに、今後の導入推進に向けた具体的な目標をお伺いいたし

ます。 

私は、先日の認定農業者が実施した農業用ドローンの実演会に参加しました。 

これまでのドローンと明らかに違ったのは資料の写真にありますような、実用化を目指す

ドローンの大きさであります。 

さらに、最新技術を持つ生育調査用の小型ドローンは可視化の精度が向上していますし、

種苗や肥料散布の大型ドローンには、これまでの10キロ程度しか乗せられなかったものが、

今は40キロまで搭載できるようになっており、集落営農組織や認定農業者の中でも省力化、

効率化がより現実的になってきたと、導入を希望する営農者が増えてきていると聞きまし

た。 

現在の肥料散布といえば、人力で20キロの機械を背中に背負い、何時間も歩いて長年の感

覚で均等撒いているという状況でございます。 

この実演会では、生育調査データと土壌肥料測定器の値に基づいてドローンが追肥量を調

整することで肥料の使用量が30％削減できた分析しております。 

高騰している肥料代が経営に影響を与えている中、かなりの経費削減が期待できるとのこ

とです。 

今回のデータ、県に提出しておりまして、公開することで営農者に役立ててほしいと望ん

でおられました。 

認定農業者は、これまでの辛い農業、儲からない農業では次世代につながらないという諦

めもありましたが、こういう生育調査ドローン、大型ドローンを一定規模以上の営農者で

きるだけ少ない期間で購入できれば、肥料コスト減や省力化が可能となり、若者への就農

意欲も高まると期待されていました。 

このようなデータの精度や搭載量の拡大により実用可能なドローンが市場に出てきたこと

を受け、農業用ドローンの県内での導入状況と今後の活用方法について所見を伺います。 

さて、今年の７月上旬に、法人、営農組織、認定農業者を対象に令和５年度の補助事業の

要望調査が県から各市町を通して通知がされました。 

中でもスマート農業機械への県単独補助件として、儲かる福井型農業総合支援事業があり

ます。 

自動操舵システム、ドローン、栽培管理システムなど、省力化、効率化を目的とした補助

メニューが並んでおりました。 

対象となる営農者がその通知を見て愕然としたのはその補助対象の要件であります。 

例えば、ＩＣＴ農業機械を三種類以上組み合わせること、追加の要件として20ヘクタール
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以上の規模拡大、あるいは露地園芸１ヘクタールか施設園芸３ヘクタールを３年以内に実

施することなどが条件であります。 

これまで県の施策に忠実に協力してきた営農組織に対しさらなる規模拡大や３種類以上の

機械を求めることは、今の計画にある農業政策との齟齬が生じているのではないでしょう

か。 

県が策定した新ふくいの農業基本計画には、集約化や大規模化の推進ではなく小規模の業

者も含めた全ての農家が活躍できることを理念に、儲かる農業を目標としていると認識し

ております。 

儲かる福井型農業総合支援事業のドローン導入などスマート農業機械への補助について、

今年度の申請状況と現在の採択数を伺うとともに、この事業を含め今後のスマート農業の

普及をどのように促進していくのか所見を伺います。 

 

議長／農林水産部長児玉君。 

 

児玉農林水産部長／私から３点お答えいたします。 

１点目、スマート農業の導入状況と今後の推進について。 

県では令和元年度からスマート農業の導入に取り組んでおり、令和６年度までに面積の２

割に当たります7000ヘクタールでの導入を目指しております。 

令和４年８月末現在で、183の経営体が全体の12％に当たります4200ヘクタールにおいて導

入しております。 

これまでに導入されましたスマート農機の内訳ですが、直進アシスト等などの田植機、こ

れが250台、自動走行トラクター30台、収穫しながら水分率や淡泊の割合を測定できる高性

能なコンバイン80台などとなっています。 

そのほか、防除用のドローンですとか、既存の農機のハンドルに装着しまして、ＧＰＳの

位置情報を利用して運転する自動操舵システム。 

また、圃場ごとの生育状況や蓄積しまして、作業管理をサポートする栽培管理システム。 

自宅などの遠隔地から水管理ができる自動給水栓なども導入されております。 

２点目、農業用ドローンの状況と今後の活用法についてお答えします。 

県内で導入されている農業用ドローンにつきましては主に農薬散布に使用されており、高

価なラジコンヘリに代わりまして年々増加しています。 

令和４年３月末現在で、201台が2404ヘクタール、全体の７％の水田におきまして利用され

ています。 

農業試験場による試験では、圃場を空撮した画像をもとに生育状況を診断し、個々の生育

にあわせた追肥をすることにより、収量が約１割増加すると結果が得られております。 

さらに現在、空撮による生育指南と同時に追肥をすると、こういった１回のドローンの使

用で追肥までできると、こういった研究も進んでおりまして、ドローンの利便性向上に努

めてまいります。 

３点目、スマート農業機械への補助の状況と今後のスマート農業の取り組みについてお答

えいたします。 
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儲かるふくい型農業総合支援事業のスマート農業については、今年度13件の申請のうち、

８件を採択しました。 

62％の採択率となっています。 

このうちドローンについては、単体ではなく、ＧＰＳトラクターや田植機等々をあわせた

２件を採択しております。 

この理由といたしましては、スマート農機については、作業の効率化、負担軽減につなが

る一方、従来の農機に比べますと２割から３割高いと、高価であるとこういったことがご

ざいますので、費用に見合う効果を上げるために十分な経営規模などが必要となります。 

今後もスマート農機の普及に向けまして、新しい性能の農機の実演会の開催や、毎年の生

育や収量のデータを活用して、収量や食味を向上させる研究、こういった研究を進めてま

いります。 

 

議長／野田君。 

 

野田議員／ありがとうございます。 

ドローン補助採択が２件ということで、まだまだ課題等があると思いますが、ぜひとも福

井県全体にそういったドローンの、実際に使って、本当にいいものがどんどんできてくる

ように、福井県もやはり営農者の方としっかり意見交換などをして、声を拾ってから補助

要綱などを作成していただきたい、要望にとどめたいと思いますがよろしくお願いいたし

ます。 

それでは、最後に、福井駅周辺工事関係者へのおもてなしについてお伺いいたします。 

その前に、９月議会で定期されている県都グランドデザイン案についてお伺いしたいと思

います。 

この構想には新幹線敦賀開業が１年半に迫っていることもあり、楽しみをつくるコンテン

ツや整備事業が数多く並んでおります。 

その事業の９割以上が短期決戦であり、いわゆる新幹線開業に間に合わせるための事業が

盛り込まれています。 

2040年まで今後17年間のグランドデザインは、これまでは行政が行うハード整備を中心に

した都市デザインでありましたけれども、これからは、まちをつくるのは人であり、人が

人を呼ぶ、行政は公共空間をできるだけ提供し、ハードは官民共同、ソフトは全ての県民

が主役となるよう、エリアマネジメントの視点で実行していくと、こういったコンセプト

であると受け止めています。 

この考え方は、今の時代のまちづくりを進め方として、評価できる反面、都市デザインと

しては目に見えず、イメージしにくい、あるいはゾーニングもエリア分けだけでぼんやり

していて分かりにくいという印象も否めません。 

この県都グランドデザイン案において、県はあくまで民間との連携、あるいは財政のバッ

クアップの姿勢を貫く印象が強いと感じておりますが、100年に一度のまちづくりを進める

上で、まちづくりの軸となる道路や、あるいは地域鉄道など県民インフラについては県が

主体となって再整備して行くべきだと考えます。 
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そこで、この県都グランドデザイン（案）に対して、県が主体となって取り組むのは、ど

の部分があるのか知事の所見を伺いします。 

さて、差し迫る話になりますが、現在、急ピッチで進められている福井駅周辺の再開発事

業やホテル建設工事に伴う工事関係者へのおもてなしについて提言をしていきたいと思い

ます。 

現在、再開発Ａ街区での工事は鉄骨の組み上げが進み、今後梁や床のコンクリート打設が

終わると、いよいよ来年度からは外装内装工事に入ると聞いています。 

施工者の説明では、多い日には1500名ぐらいの工事関係者がビル内外で仕事をするという

ことでございます。 

今後は再開発Ｂ街区や、繊協ビル西側のホテル建設工事など、あちこちで工事関係者が短

期間り駅周辺に集結することになります。 

１日1500人の、工事期間が例えば１年続くとしても、週休日を除いて県内外から１年間で

延べ40万人以上が駅周辺で仕事をすることになり、特に県外からの工事関係者長期の宿泊

飲食が必要となります。 

そこで工事関係者の性格福井に仕事をしてもらうのであれば福井からのおもてなしを提供

するべきだと考えます実はハピリン建設中の１年半、多くの工事関係者が来てくれたおか

げで商店街の売り上げが伸びたという店もあると聞いております。 

福井駅エリアや片町エリアの現状は工事の影響で来街者が減るという懸念もありますし、

ここ３年間はコロナの影響や物価高騰により瀕死の状況であります。 

この工事期間をチャンスと捉え、令和５年度以降の工事関係者延べ40万人に対し、まち中

での宿泊や飲食のあっせん、休日の買い物特典など、いろんな手段で駅周辺の活性化に寄

与してもらう政策を検討すべきだと考えますが、所見をお伺いします。 

また、商店街が工事期間中に心配しているのは、駐車場問題であります。 

１日1500人が社用車で通勤するとなれば、駅周辺の駐車場が朝から埋まってしまい、来街

者の駐車場不足により駅前に来ることを敬遠してしまうということを心配しています。 

そのためにも、早い段階から県と福井市が仲介役となって協議をしながら駐車場を確保し

ていく必要があると考えます。 

工事関係者の駐車場として、例えば県が購入を考えている福井城址東側の土地の有効利用

や、余裕のある企業駐車場を紹介してはどうかと考えますが、御所見を伺います。 

 

議長／知事杉本君。 

 

杉本知事／私から、県都グランドデザインの中で県が主体となる取組についてお答えを申

し上げます。 

これまでも、福井県におきましては、例えば、鉄道の高架下の事業ですとか、幸橋の掛け

替えであるとか、さらには西口の地下駐車場の整備とか、こういった都市の基盤整備とい

うことで行ってきているところでございます。 

また、県都デザイン戦略の中では、例えば、ハピテラスの整備ですとか、また、市街地再

開発、さらには中央公園の整備、こういったことについて、福井市と連携をいたしまして、
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一緒に県都のまちづくりを行ってきたということでございます。 

今回の県都デザイン戦略、県都グランドデザインのポイントといたしましては、こうして

整備をしてまいりました基盤、こういったものを活用いたしまして、例えば、恐竜のコン

テンツの拡充ですとか、また、アリーナの整備であるとか、また、エンタメ交通というこ

とで、ここから恐竜博物館に行くバスとか列車を非常に楽しいものにしていくとか。 

さらには、福井の食、こういったものを発信するフードホール、こういったものの整備が

なされるわけですけれども、こういったことで魅力をソフト面で付け加えながら、より多

くの人を集めていく、基盤の上にソフトで魅力をさらに高めて人を集めるといったことを

行っていくということがポイントになっていることでございます。 

この中で県といたしましては、例えば福井城址の魅力向上であるとか、さらには足羽川の

浸水護岸、これを整備していく。 

さらには中央大通りのほこみち化、こういったことについても県として取り組むこととし

ておりますし、また、まちづくりの中心となる福井市、さらには、プレイヤーともなって

いただく経済界の皆さんとも連携いたしまして、楽しさあふれる県都、これの実現に力を

尽くしてまいりたいと考えているところでございます。 

 

議長／産業労働部長伊万里君。 

 

伊万里産業労働部長／私からは、工事関係者を対象とした福井駅周辺の活性化策について

お答えを申し上げます。 

県では、これまで福井駅周辺の再開発事業により減少してしまうまちなかへの来街者を呼

び戻し、にぎわいの創出を図るため、スイーツや恐竜をテーマにしたイベントや体験型の

ワークショップ、あるいは買い物に付随した抽選会など、福井市が実施する事業について

支援を行ってまいりました。 

また、駅周辺の宿泊や飲食買い物にも使用できる電子クーポン、まちなか割りの発行を応

援することにより福井駅周辺の活性化を図ってきたところでございます。 

議員御指摘のとおり、今後は工事関係者の増加が期待できまして、駅周辺の活性化に向け

た絶好の機会が到来いたします。 

こうした新たな需要を取り込むための様々な企画が立案、実行できるよう、県としまして

も、引き続き実施を応援していきたいと考えております。 

 

議長／土木部長髙橋君。 

 

髙橋土木部長／私のほうから、福井駅周辺の工事関係者への駐車場の紹介についてお答え

を申し上げます。 

過去の福井駅周辺の再開発事業におきましては工事関係者の方が郊外で乗り合わせをして

工事現場のほうに入るなど、工事施工業者のほうで自ら対応して駐車場の確保などをされ

ているものと考えてございます。 

一方、現在、福井駅西口におきましては、福井駅前の電車通り北地区、Ａ街区、Ｂ街区の
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ほうで工事が進められておりますけども、この関係では毎月１回、県、福井市、市街地再

開発組合が参加します工事連絡会というのを設けて会議を行っているところでございます。 

今後、いろんな形で再開発事業が福井駅周辺で行われますので、Ａ街区、Ｂ街区の連絡協

議会、こういった会議の場を通じまして駐車場の確保に関する申入れがございましたら、

福井市とともに具体的な検討を考えていきたいというふうに思っているところでございま

す。 

 

議長／野田君。 

 

野田議員／ありがとうございました。 

１点だけ、再質問をさせていただきたいと思います。 

健康福祉部長にお聞きしたいのですが、保育園の現状なんですけど、最近、送迎バスで取

り残されたという事件もありましたけれども、やはり保育士さんがどんどん、処遇のいい

保育園へ移り変わっていくと。 

やはり処遇の悪いところが、やっぱりいろんな問題、保育ができにくかったり、そういっ

た現状があります。 

全体でというよりも、やはりだんだん格差が開いていく心配がありますけど、それに対し

て県の認識をお伺いしたいと思います。 

 

議長／健康福祉部長服部君。 

 

服部健康福祉部長／保育士さんの処遇につきましては議員御指摘のとおり、格差があると

いう部分も出てきているというのもあるかと思います。 

そうした点で、県ではこれまでも答弁しておりますけれども、加算をすると、人員の手当

を、より配置基準よりも多く配置していただいている園には加算をするというような補助

制度を設けておりますし、また、保育人材センターのほうでも、実際、園のほうからでも

どのようにしたら人員を確保できるんだろうといろんな相談を受けます。 

そうした中でよい事例をお伝えして、例えば、この園ではこのような形でやっているとか、

処遇についてはこのような状況であるというような情報も伝えしますので、いい事例を横

展開するような形で、しっかりと保育士さんを確保できるように応援してまいりたいと考

えております。 

 

議長／以上で、野田君の質問は終了いたしました。 

ここで、休憩いたします。 

 

＊ 休憩中 ＊ 

 

議長／休憩前に引き続き、会議を開きます。 

細川君。 
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なお、細川君より、資料を使用したい旨の申出があり、これを許可いたしましたので御了

承願います。 

 

細川議員／細川かをりです。 

まず始めに、交通安全のインフラについて伺います。 

今回、信号機設置予算や交通安全の呼びかけといった交通安全の予算が組まれています。 

しかし、その傍ら、地域の危険なところを直してほしいといった要望は、なかなかお聞き

届けいただけないという感じがしています。 

前回、県は道路の舗装や区画線については日常パトロールによって必要箇所の修繕を随時

行っているとお答えでしたが、現実との齟齬を感じました。 

例えば、この県管理国道では、求めても歩道が設置されない上、速度の線も消えていて。 

ここですね、本来あるはずなんですが、歩くのが怖いです。 

土木に求めても、通学路優先で整備するのでと拒まれます。 

こちらの県道は、黄色い中央線が側溝裏（？）にあるはずなんですけれども、全く消えて

います。 

地域の方々が、スピードを出して通る車が多く、カーブをショートカットする車もあり怖

い、中央線を引き直してほしいと警察に求めても、そういう要望がほかにもたくさんある

と言われます。 

先月には、この先で死亡事故も起きています。 

通学路優先は、平成24年に京都で起きた事故をきっかけに始まったそうですが、既に10年

経過。 

この10年間、通学路以外の対策は後回しだったということになりますが、特に周辺地域で

は、国道・県道が生活道路であるところが多いので、きめ細かい対応が必要です。 

また、その通学路ですけれども、通学路にしても、例えばこれは小学生が山際の国道一本

道を1.7キロ以上歩いて帰る地区のケースですが、歩道除雪や雑草対策への対応が悪く、や

むなく児童は車がびゅんびゅん走る車道を歩いています。 

管理者である県の除雪は、県歩道除雪実施方針として、小学校周辺の半径約500メートル以

内の通学路しか対象としていませんし、市もそれに作業日時を合わせているということで

す。 

ですから、積雪があると、子供たちはカーブもある山際で、凍ったり滑ったりする国道の

車道、ちょうど除雪のために片側に特に山もできたりするわけなんですけれども、そこで

国道の車道を歩かざるを得ない、そういった状態を１キロ近く、てくてくと歩くしかなく、

地区では非常に心配をしています。 

通学路優先と言って10年たっても、まだこうした状況だというのでは納得がいきません。 

通学路の安全確保はいつまでかかるのか、また、通学路以外の道路の交通安全インフラの

整備においても、危険度に応じた整備をその都度進められるようにすべきではないか伺い

ます。 

とはいえ、土木にしても、警察にしても悪気があってそうしているのではなく、要はメン

テナンス予算が足りないということだと思います。 
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一度、どかんと道路の安全のためのハード予算をつけてしっかり整備すべきと考えますが、

知事の御所見を伺います。 

 

議長／知事杉本君。 

杉本知事／細川議員の一般質問にお答え申し上げます。 

私から、道路の安全のためのハード予算の確保についてお答えを申し上げます。 

道路の安全対策につきましては、福井県交通安全対策会議というものを設けまして、日頃

から国ですとか県、県警察とともに関係機関が一丸となりまして、ハード、ソフトあわせ

た対策を講じているところでございます。 

その中で、交通安全施設につきましては、こういったハードの整備につきましては、例え

ば、歩道の整備ですとか段差の解消、さらには自転車通行空間、こういったものの整備を

行うということですとか、御指摘もいただきました横断歩道や区画線、こういったものな

どの更新などについても進めているところでございます。 

特に、この区画線につきましては、以前、平成20年代ですけれども、この頃は大体年間１

億2,000万ぐらいということでしたが、私になりましてから大体３倍くらいの、３億から３

億7,000万ぐらいを使って整備を進めているところでございますが、一方でおっしゃられた

ような実態があるかというふうに認識をしているところでございます。 

ちょうど、新幹線ですとか中部縦貫道で多くのお客様がまた福井においでになられるとい

うようなタイミングでもございますので、どかんといけるかどうかというところは若干ご

ざいますけれども、何とか必要な予算を少しでも確保して、実情を見ながらこういったも

のの整備も進めてまいりたいと考えているところでございます。 

 

議長／土木部長髙橋君。 

 

髙橋土木部長／私のほうから、通学路の安全確保の見通し及び通学路以外の交通安全施設

の設備についてお答えを申し上げます。 

現在、通学路交通安全プログラムにおきまして、対策が必要とされております県管理道路

につきましては、318か所ございます。 

その約85％に当たります260か所につきましては整備が完了しているところでございまし

て、今年度は38か所で歩道の整備ですとか、路肩の拡幅などの対策を行っているところで

ございます。 

今後の見通しといたしましては、対策が必要な箇所について、毎年見直しをしている中で、

新たな事故の発生箇所の対策強化などで箇所数が増加している状況でございまして、現時

点におきまして全ての整備が完了する時期についてはお示しすることができませんが、引

き続き、今後も着実に対策を実施していきたいと思っております。 

また、区画線の整備など、その他の安全対策につきましては、通学路にかかわらず道路の

状況や事業の発生頻度、景観などを考慮しまして、優先順位をつけながら現状に応じた対

応を実施してきているところでございますので、引き続き、地域のお声も聞きながら対策

をしていきたいと思ってございます。 
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議長／公安委員会委員春木君。 

 

春木公安委員会委員／私からは、通学路の安全確保の見通し及び通学路以外の交通安全施

設の整備についてお答えいたします。 

交通安全施設については、毎年実施している集中点検、日頃の警察活動、住民の方々から

の通報などにより、補修が必要な箇所などを把握し、通学路から交通事故の発生など、重

要性や危険性の高い場所から優先的に整備しております。 

令和３年に千葉県の八街市で発生した交通事故を受けて、通学路合同点検を実施しており、

県警察の整備に関しましては、本年10月の道路改良工事と併せて行う横断歩道の設置によ

り、全て完了する見込みでございます。 

道路標示の補修は、交通の安全と円滑の確保に重要なものと認識して対処しております。 

通学路以外のものも含め、道路標示が薄くなっているなどという御指摘により把握すれば、

早期の補修に努めるとともに、必要な予算を確保し、交通安全施設の適切な維持管理に努

めてまいります。 

 

議長／細川君。 

 

細川議員／今の御答弁ですと、おおむねやっていただけるというような感じではあります

けれども、実際、時間がたっても黄色線が全くなかったりというのが現実ですので、予算

確保をお願いしたいのと、重要なというのは一体どういうことだろうと思ったときに、先

ほども述べましたけれども市街地、ＢバイＣというんですか（？）、費用対効果というこ

とで後回しにされているんじゃないかな、周辺側がって。 

それを危惧します。 

それが何年も続く。 

それから、周辺道路というのは先ほども言いましたけれども、本当にもうごみ出しをする

とか、もう子供たちが歩くとか、おじいちゃん、おばあちゃんが歩くとか、生活道路なん

ですね。 

市街地の県道がずどんと通っているのとはわけが違って、本当に生活に密着しているとこ

ろであるからこそ、しっかりと重要だと捉えていただいて整備していただきたいと願いま

して、次行きます。 

では、水害の対応について伺います。 

この夏、県内で水害が多発しました。 

まずは、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。 

そして、被災地の復旧復興に御尽力されている関係各位のお骨折りに感謝いたします。 

先日、新聞の一面に、進む復旧、戻らぬ生活という見出しがありました。 

この生活再建について伺います。 

まず、民間家屋の応急復旧をする災害ボランティア活動についてです。 

福井県では、県やＪＣ、県社協、県看護協会、防災士会、私どもの属するＮＰＯ法人ふく
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い災害ボランティアネット18団体で構成されている福井県災害ボランティアセンター連絡

会が組織されていて、いざとなったら中心的に動くことができる人たちがいます。 

さらに、活動指針となる条例が制定され、活動基金という原資もあるという整った活動環

境があります。 

これが功を奏したのが、福井豪雨のときのボランティア活動や東日本大震災のボランティ

アバスの出動でした。 

近年は市町単位でも連絡会ができて、平成24年の越前市東部集中豪雨災害の際には、越前

市災害ボランティアセンター連絡会がボランティア運営を中心的に担っています。 

しかし、環境が整っているとはいえ、いざ災害が起きた際に我が町の民間家屋などの復旧

をどうするか、方針を決めるのは簡単ではありません。 

地域の助け合いだけで片付くのか、ボランティアを募るべきか、自分の町のみでボランテ

ィアを募るか、もっと広域の方々に呼びかけるべきか、ボランティアセンター運営は我が

町でやるか、県の災害ボランティアセンター連絡会に委ねるかなどなど、現在はコロナ対

応も加わり、その判断は非常に難しくなってきています。 

結局のところは、被害に対し何人規模の復旧手助けが必要になってくるかという数の読み

が基になるわけですので、過去の似たタイプの被災地の事例を参考にすればいいわけです。 

今回ですと、南越前町のボランティア対応に関して、被災翌日に140棟の被災と報道されま

したので、福井豪雨災害のときには似た状況だった今立では床上被災者が271棟、ボランテ

ィア数は床下浸水宅も含めて約7,700人だった。 

仮にその半分の被災だとすると、必要ボランティア数は３、4,000人、その人数を集めるの

は町内対応だけでは無理があるとお伝えしました。 

あるいは、中山間地域の土石流被害が明らかになった際に、やはり土石流災害のきつかっ

た美山町の事例を伝え、ボランティア募集を加速するボラバスの必要性を役場にお伝えし

ました。 

でも、こうしたことは非常時の忙しいさなかではなく、平常時のうちに理解を促しておく

べきです。 

県におきましては、被災した民間家屋の応急復旧のありようについて、過去の実績をデー

タベース化し、いざというとき市町の受援判断の一助となるように、平時のうちに市長に

周知しておくことを求めますが、御所見を伺います。 

さて、私は水害被害を見るたびに、平成16年の福井豪災害のことを思い出し胸が締めつけ

られます。 

同様に、かつて被災された方々からその経験を基にした心配のお声が上がります。 

例えば、泥上げをした後の家屋保全に関しては、何年か後にカビやシロアリで困った、だ

から床下は２、３年は気をつけて風を通したほうがいいよとか、災害直後は疲れ果ててい

て手が届かなかったところがあった、後でいいで、見といたほうがいいよとか、壁の断熱

材にカビが生えた、要注意と伝えてほしいといったお声です。 

災害は過去に学べと言いますが、こうした近い過去の経験は今後の参加になるのではない

でしょうか。 

例えば越前市での事例ですが、越水した川のカーブ外側の護岸を高くしたお宅、ここをず
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っと高くしたんですが、後にこちらのほうに市が追加をしています。 

こちらは、バックウォーターで越水した箇所のポイント防護壁です。 

この奥のほうから水が出てきて、ここで溢れたので、ここのところに防護壁を施した事例

です。 

ここは、谷一面に水が来て、ずーっと水がやってきて、床上浸水したのだけれど、この下

ですね、現在。 

隣の、これ交番なんですが、交番はこのブロック塀に守られて助かったので、その後この

お宅はそれに見倣って塀垣を造りました。 

この集落、ほかにも塀垣を造ったところが何軒かあります。 

大滝地区、和紙で有名ですけども、大滝地区では結構水がつきまして、もっと前の経験か

ら、大水が出たら、水が屋敷に入らないように、はしごに毛布やシートをかぶせて防ぐよ

うにしていました。 

なぜ毛布かというと、毛布は水を含むので浮かないんですね。 

これを、はしごにかぶせて防いでいるんですけれども、福井豪雨のときにはそれも破られ

てしまいました。 

そこで、その後はＨ抗を立てて板を立てかける。 

日頃は、このＨ抗は立っていないんですけども、いざとなったらこれをぱんぱんと立てか

けまして、穴がつくられているんですけども、Ｈ抗を立てて、そこに板を立てかけるよう

にと防御対策が進化しています。 

平成24年の水害時にはこれが功を奏したとのことです。 

こちらも何度か水害経験のある地区です。 

友人なんですけど、ここまで水が来たといっていました。 

水がついたのち、まず、家の基礎を高くしています。 

それから、床板はすぐにめくれるように１階の床板は釘でとめていない。 

畳をすぐにめくれるように、畳屋さんは畳を持ち上げる金具を置いて行ってくれた。 

この夏の大雨のときにも畳を上げたとおっしゃっていました。 

さらに、家の前に溝があってグレーチングがあるんですけれども、うちは家の前のこのグ

レーチングから水があふれ出したらあっちへ避難するの、避難開始するのというマイタイ

ムラインもあります。 

集落として、土のうを常に備蓄していたり、いざというとき、地域の土建屋さんの土場の

土を土のう用に使わせていただくお願いをしていたりといった事例もあります。 

防災対策全般の観点から、やはり県が広く収集・蓄積し、今後の参考にと伝えていってほ

しいと思います。 

こうした知見を生かす方策について伺います。 

さて、今回、激甚災害指定の見通しが早期に示され、県も早い段階で住宅再建支援策を出

されました。 

スピーディーでした。 

ただ、被災地域では、この先の住まいに関し、まだ先の見通しが立たない被災者の方もお

られて、住宅再建ではないケース、例えば家を守るための堅牢な壁が必要となったり、移
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転や空き家入居、施設入居を選択し、そのために被災家屋の解体が必要となったり、様々

なケースが出てくると思われます。 

県の住宅再建支援策は、あくまで住宅再建の場合ですが、住まいに関する県の支援は柔軟

に対応すべきではないでしょうか。 

流域治水の考え方には、リスクの低い地域への移転という対策も含まれているくらいです。 

県には、被災者に寄り添ったきめの細かい支援をお願いしたいですが、知事の考えをお聞

かせください。 

さて、私はこれまで何度か総合治水・流域治水に関する質問をしてきました。 

森林の保全・整備、ため池・調整池の利用、校庭貯留、屋根の雨水をタンクにためるとい

った取組を呼びかけている兵庫県の総合治水条例や、滋賀県の流域治水条例なども紹介さ

せていただきました。 

県はこれまで、この場で、江端川や服部川で実験している。 

各市町に情報を提供している。 

市町、そして改良区の皆様方、多くの関係者と協力して取り組んでいきたいとお答えでし

た。 

さらに、土木常任委員会では、土木事務所ごとにワーキンググループをつくり、国、県、

市町の関係者に参加してもらうなどして、農林部局等とともに、少しでも下流への出水を

減らすための対策を検討しているとお答えでした。 

その土木部、農林部連携の流域治水の進展具合をお聞かせください。 

また、水田貯留やため池利用は、上流・下流に関係なく取り組める流出抑制対策ですが、

実際には現場課題もあります。 

例えば、かつて県は、稲穂の出る時期にはどうなるのかという課題があると述べておられ

ました。 

また、田んぼなどの水位を下げておくには、雨の事前予測が必要ですが、線状降雨帯は発

生予測が非常に難しいです。 

事前放流の判断・指示は誰の責任で行うかとか、稲作の保証はどうするのかと言った田ん

ぼダムの課題はどう解決され、推進されていける状況にあるのか伺います。 

流域治水は知恵と工夫の積み重ねです。 

県のリーダーシップと挑戦に期待しています。 

 

議長／知事杉本君。 

 

杉本知事／今ほど、細川議員の福井豪雨のときの状況の資料等を見させていただいて、本

当にどの地域も大きな災害の後というのは、こうした自助、共助についてとても振り返り

をしながら対策を取られていて、すばらしいというふうに思いました。 

平成29年の九州北部豪雨とあったんですけれども、同じような地域が実は５年前にも、そ

の場合は災害を受けていた。 

ですから、５年後に起きた災害でしたので、それらが非常に５年前に取った対策というの

がうまく機能して、被災を防いだところがたくさんあったということも思い出しまして、
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こういった振り返りを今回もしっかりとさせていただいて、共有できるように。 

しかも、これは同じ場所で起きるというのはなかなかないわけで、違う場所で起きても大

丈夫なように、そういった共有を全県的にやっていきたい。 

詳細については、また後ほど担当者より御答弁を申し上げます。 

私からは、被災者に寄り添ったきめ細かい支援、特に住宅の再建についてお答えを申し上

げます。 

住宅の再建というのは、やはり被災者の皆さんにとっては、まずは自分の生活の安定です

とか、それから被災地の復興、さらには地域コミュニティを維持するといった様々な面で

大変重要なことだというふうに認識をいたしておりまして、一日も早く地域で、また、被

災者の方が日常生活に戻れるような、そういう対策を講じていかなければいけないと考え

ているところでございます。 

そういうことで国の制度に上乗せして、県といたしましては、住宅再建の今回措置、支援

制度を創設させていただいたところでございまして、今後ともこの後押しをしていきたい

と考えております。 

具体的な内容についていろいろ御指摘をいただきましたが、例えば、同じ場所で建て替え

るという場合は、もちろん対象になります。 

そのほかにも同じ市町村の中であれば、別の場所に建て替えた場合、この経費、さらに言

えば前のところを取り壊す、こういったことも経費の対象となってくるわけでございます。 

また、いろいろと従前の御知恵もいただきましたけれども、そこのところを、家と離れた

ところに塀を造るということは直接の対象にはなりませんけれども、家のところに付随す

る形でくっつけて壁を強化する、こういうようなことについても対象になるわけでござい

ますし、また、同じ市町村内であったら空き家、こういったところを活用して、そこの中

を直して住むということも対象になりまして、その場合に、古いほうの家を壊す経費も対

象になってくると。 

こういうように柔軟な対応もさせていただいております。 

その上で、個別にいえば、その空き家を買うということであれば、その空き家を買うため

の補助制度というのを別途用意しておりますし、また、古い空き家を壊すというようなこ

とになれば、これも別途、別の制度がございますので、そういう意味ではいろんな制度を

一緒に活用するということもできるわけでございますので、市や町と連携をいたしまして、

そうした被災者の皆さんの側に立って、親身になって御相談に応じながら、生活の再建が

一日にも早くできるように努力をしてまいりたいと考えているところでございます。 

 

議長／地域戦略部長吉川君。 

 

吉川地域戦略部長／私から、過去のボランティア活動の実績を県でデータベース化し、市

町に周知してはどうかということについてお答えを申し上げます。 

今回、被害の大きかった南越前町におきましては、現地災害ボランティアセンターが設置

されました８月６日から28日までの23日間で、4,454名のボランティアに参加していただき

ました。 
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このボランティアの実績数は、福井豪雨災害のときの被害屋敷数とボランティア数から推

計しました必要ボランティア数4,000人に近い数字となっておりまして、私どもも、過去の

情報が初期段階でボランティア数の必要数を見込むために大変役立つ情報であるというふ

うに考えてございます。 

こうしたことから、今回の実績も含めまして、これまでの災害におけますボランティアの

活動期間、活動人数、調達した資機材等の情報をもう一度とりまとめまして、市町の迅速

な判断につながるよう、情報を共有してまいりたいと考えているところでございます。 

 

議長／安全環境部長野路君。 

 

野路安全環境部長／私からは、被災の経験に基づく知見を生かす方法についてお答え申し

上げます。 

被災の経験をこれからの防災に生かしていくことは大切なことでございまして、今回の災

害におきましても、あらかじめ河川の水位を避難開始の目安と定めていたなど、参考とす

べき取組があったと承知しております。 

今回の大雨災害につきましては、被災された住民の方から大雨への事前の対策、避難の状

況、被災後の住宅の応急対策などにつきましてお話を伺い、課題や改善点を整理すること

としております。 

その結果として集まりました効果的な取組につきましては、有識者や防災士の方などにも

御意見を伺った上で取りまとめ、県内市町と情報を共有いたしますとともに、県民向けの

防災講演会などによりまして広く周知を図ってまいりたいと考えております。 

 

議長／農林水産部長児玉君。 

 

児玉農林水産部長／私からは１点、田んぼダムの課題と推進状況についてお答えいたしま

す。 

田んぼダムでは、まず、雨の量が多い梅雨時期は、稲の中干しの時期でありますので、も

ともと水田に水がない状況です。 

また、台風のシーズンの後期に当たります稲刈り後の時期、こちらも同じような状況にな

っております。 

また、田んぼダムでは、排水ますに調整板を取りつけまして、排水の流量を抑えまして大

雨の際に雨水を長くためる、こういった仕組みであります。 

これは常に排水されている状況ですので、特に事前放流という、そういった仕組みという

のは必要ないというような形になっております。 

田んぼダムと水稲の生育の関係につきましては、近年、国の調査が出まして、今回のよう

な稲穂の出る時期の大雨でありましても、影響はほとんどないとされました。 

今後につきましても、市町や土地改良区などの関係者の方と協力いたしまして、農家の方々

に設置費用や管理の負担をかけずにやれるということ、また、これをしっかりとＰＲいた

しまして、田んぼダムの取組を拡大してまいります。 
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議長／土木部長髙橋君。 

残り時間が少ないので、答弁は簡潔に願います。 

 

髙橋土木部長／私のほうから、土木部、農林部連携の流域治水の進展具合についてお答え

を申し上げます。 

例えば、田んぼダムでございますけれども、平成20年度には江端川、それから平成22年度

には服部川流域で実証実験を開始したのが最初の頃かと認識しております。 

その後、平成24年度からは鯖江市のほうが独自に取組を行われまして、令和３年度末まで

の時点で、田んぼダム、県全体では1,656ヘクタールまで拡大してきている状況でございま

す。 

このような中で、国において近年の災害が発生している状況を鑑みまして、流域治水への

転換ということが打ち出されているわけでございますが、これを受けて県におきましては、

令和３年度末までに６つの流域治水プロジェクトを策定し、具体的な取組を進めていると

ころでございます。 

令和４年度につきましては、田んぼダムに関する新たな補助制度を設けまして、今年度、

さらに200ヘクタールぐらい拡大する予定でございますので、こういった田んぼダムを含め

まして、今後、引き続き関係機関と協力しまして、流域治水の取組について進めてまいり

たいと考えてございます。 

 

議長／以上で、細川君の質問は終了いたしました。 

山浦君。 

 

山浦議員／自民党福井県議会の山浦光一郎です。今日はこの時間に急遽立たせていただく

ことになりましたが、しっかり頑張って質問と提言をさせていただきたいというふうに思

います。 

まず、小中学生の経年調査についてです。 

自民党の代表質問でもお話させていただきましたが、今年７月に総務教育常任委員会で埼

玉県が行っている学力学習状況調査について、担当者の方々と議論をさせていただきまし

た。 

改めて述べると、埼玉県は一部の私立を除き、小学校４年生から中学校３年生までの全て

の児童生徒を対象に、同じ子供たちを追跡して調査すること、つまり経年調査を行ってお

り、それによって今福井県や国が行っている調査を超えた非常に有用な情報を得ることが

できるとのことです。 

すなわち、今、福井県や国が行っている調査は毎年同じ学年の子供たち、すなわち当然な

がら、毎年違う子供達について、ある時点での子供の学力という状態を把握するものです

けれども、経年調査では同じ子供達について毎年毎年の変化を把握することができるよう

になります。 

また、埼玉県の調査では、英語のテストＴＯＥＦＬなどと同様に統計学を使って同一尺度
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での難易度設定をしているということになります。 

それによって例えばある学力が高い子供がいたときに、元々学力が高い子供だったのか、

そうではなくて、去年はそれほどでもなかったけどもこの１年間で伸びたのかといったこ

とですとか、学力の伸びについて福井県全体の取り組みの成果なのか、そうではなくてそ

の学校やクラス固有の成果なのかといった区別もできるようになります。 

私は、学校の先生方のデータにできない知見というのも深く尊敬し、尊重するものではあ

りますけども、客観的なデータを取れるものについては、その分析を行うことが有用と考

えています。 

近年世界的に提唱されているデータや証拠に基づく政策立案、ＥＢＰＭと言われますが、

この重要な点は変化を見るということですので、埼玉県の経年調査というのは非常に大き

な流れに沿う政策と言えるのではないかと考えています。 

また、その調査結果も大変興味深く、学力が高い学校であっても必ずしも学力を伸ばして

いるということとは限らない、逆に学力が低くても学力を大きく伸ばしている場合もある

ということも明らかにされました。 

また、学力を伸ばすためといっても、ひたすら勉強させるだけではなく、例えば朝の集ま

りできちんと先生の話を聞くといった学級経営の基礎ができていることが主体的な学びに

つながり、継続する力といった非認知能力が高まって、最終的に学力向上につながるとい

うプロセスも明らかにされました。 

そして、埼玉県はその成果を先生方にフィードバックすることで全体の質を高めています。 

このように、経年変化の調査をすることにより、データに基づいて教育方針、教育内容を

よりよいものにしていくことができる可能性を大いに秘めたものであるというふうに考え

ておりまして、ぜひ前向きに検討していただきたいと思います。 

この点、自民党の代表質問に対しては教育長からおおむね経年変化については指導要録等

で継続的に把握しているのに対応できているとの答弁をいただいていますけれども、率直

に申し上げて、我々が提案している経年調査について真摯に御検討いただいたのか疑問で

あります。 

なぜなら、指導要録上の記載は、例えば小学生の国語ですと知識・技能といった３項目に

ついてそれぞれ先生が点数をつける程度で、分量も全体で２ページということでありまし

て、この埼玉県の調査のように多くのデータを集めて分析し、どういった要素が学力向上

させたのかということを客観的に分析結果を出すものとはほど遠いからです。 

また、実際に学校の先生をしている友人に聞いてみても、指導要録はそれを読み込んで生

かすということは実際ほとんど行われていないということでありました。 

この点、改めて埼玉県が行った経年調査に対する所見を伺うとともに、また、教育委員会

として全面的に検討していないというのであれば、埼玉県など先行する県にも学ぶことが

必要ではないかというふうに思われますが、そういったことをされる予定がないか所見を

伺います。 

また、なおそのような調査を行うことについて慎重であるそのような判断をされる場合も

あるかと思うんですけれども、その場合メリットが少ないと考えなのか、付随するデメリ

ットがあるとお考えなのか、具体的にどういった理由なのかについて御所見を伺います。 
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次に、企業との共同研究についての質問です。 

先日東京でとある企業を訪問し、そこでデジタル教材を開発されている研究者の方にお会

いしました。 

非常に面白いことに、その研究者の方をリーダーとするチームは、ＩＴを使って教育をよ

くしたいというその企業の中での研究者有志が集まったものでして、子供たちの役に立つ

教材を作るために研究を進めておられました。 

そこで作られていた教材は、今、仮に教材をＸと呼びますが、Ｘが普通のタブレットと違

うのは、子供たちはあくまで紙を使って勉強するわけですけども、机の上に設置されたそ

のＸはカメラを搭載していて、子供たちがその紙の上で書いたもの、これを映像データで

先生のところに送り、先生の手元のタブレット画面に全ての子供たちの手元が映し出され

るということになるんですね。 

そして先生が手元のタブレット画面に映し出されている子供たちの回答にタッチペンで丸

とかバツとか、そういうのを書いたりすると、それがそのままＸから子供たちの紙の上に

照射される、光が照射されるようになるということです。 

驚くべきことに、このＸというのは紙がいろいろ、子供が当然触るので動くんですが、き

ちんとそれを追跡して映像を綺麗に送ることができますし、また先生のペンの動きを照射

する場所も、それに合わせて動くといったことがありました。 

これによって、子供たちにとって馴染みがある紙と鉛筆という五感を使った勉強法を維持

しつつ、遠隔からの授業も可能となるというものでありました。 

さらに将来的にはＡＩが子供たちの紙の上での様子を分析することにより、例えばずっと

何も手が動いてないといった場合には授業に参加していない、集中していないんではない

かといったアラームを先生に送るといった、そういったことも目指して開発しているとい

うことで、先生の授業運営、子供のケアがよりスムーズかつ精緻になることが期待されて

いるということでした。 

さらに、この教材は集団での活動で参加できていない子供がいないかといった確認もしや

すくなり、グループ活動での活用というこれまでのタブレットには無い機能も持っており

ます。 

一方でその企業としては、技術者目線で作られたこの教材が本当に子供たちまたは先生が

求めているものとなっているのか、子供達や先生の意見を聞きながら、より良いものにし

ていきたい、また必要であれば違う新しい教材を作っていきたい、そういうふうな思いを

持っておられるということです。 

そういった中で、教育県である福井県の学校や先生方と協力関係を築いていきたいという

ふうにおっしゃってくれていました。 

私は、特定の企業との関係を深めるべきと言っているわけではなく、一般的により良い教

材を作ろうとしている企業や団体があれば、できるだけ福井県としてもそれに協力するこ

とによって、福井の教育の質を更に高めるとともに、教育県福井のブランド力を向上させ

より多くの子育て世帯が福井に注目してくれるのではないかというふうに考えるものです。 

この点、神奈川県や徳島県のある小学校では、この試作品を使った実験的な授業の試みに

行われておりまして、福井県としても協力関係の構築を前向きに検討するべきだというふ
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うに思われますが、過去に民間企業と共同で研究したことがないか、また共同研究を行う

となった場合に、誰の判断で、例えば校長先生の判断、どういったレベルの協力が確認さ

せていただきたいと思います。 

また、こういった民間企業との協力関係の構築に対する所見をお伺いします。 

県や教育委員会と、特定の企業とも協力というのが、最初からそれするというはややハー

ドルがある場合には、まず民間企業と例えば大学との共同研究の研究を進めるといったと

ころも考えられるところでありますが、そのような場合、例えば、福井県、またはその県

の教育委員会から情報を提供する形の協力も考えられると思いますけども、それに対する

所見を伺います。 

次に、大雨対策についてです本当に多くの先生方もう既に 

研究されましたけれども、８月の大雨で活用した南越前町を中心に福井県の多くの地域が

非常に大きな被害を受けました。 

この点、多くの県職員、市町職員の方々の熱心な取り組みや、多くのボランティアの方が

様々な作業に従事されて復旧に少しずつですけれども、繋がっているというのを拝見して

私も感動しましたし、そういった点は福井県強みであると感じた次第です。 

一方で、私もボランティアに参加させていただいたんですけれども、床上浸水にまで至っ

た家の掃作業ということで、そこに従事させていただいたんですけれども、実際に行って

みるとその惨状というのは想像以上で、床の下に分厚くたまった泥を掻き出す作業という

のは本当に大変でした。 

その作業をやってみて、幾つか感じたことがあります。 

かき出すための道具、機材が不十分ではないかということです。 

例えば、スコップあれば持ってきてくださいというふうなことを指示が事前にあったわけ

ですけれども、狭い床下でそこにたまった泥を残りなく取り除くためには正直スコップは

有用ではなくて、ちりとりやワイパーといったもののほうがよかったということがありま

した。 

また、そもそも手作業でその大量の泥を取り除くというのは膨大な時間がかかって、かな

りの数のボランティアが入ったわけですけれども、１軒のお宅の床下をきれいにするのに

数日以上かかったわけでありまして、例えばバキューム機などがあったほうがよりよいだ

ろうなということも思われました。 

この点、最近の状況を見ると、今後もこういった大雨災害というのは少なくないだろうと

いうことを考えると、県単位である程度、必要な用具・機材をそろえておき、災害が起き

たら県から必要な市町に配るということが望ましいんではないかというふうに思われます

けども、現在用具・機材の配布体制はどうなっているか確認させていただくとともに、今

後のあるべき体制についての所見を伺います。 

また、ボランティアは御自宅の所有者からこうしてほしいと指示をらって作業していたわ

けですけれども当然ながら、そもそも自宅が浸水被害にあうという方は多くて、どこまで

何をしたら家の状態が良くなるのかということについてちょっと分からないという方も少

なくなかったように見えます。 

そもそも、床は全部めくってしまってよいのか、ここまで水に浸かってもきちんと洗えば
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本当に使えるようになるのか、リフォームはいくらぐらいかかるのか、こういったことに

ついての知見がないということです。 

この点、県としても、例えば、建築士などの専門家に事前に依頼しておいて、災害が起き

たら現地に派遣して住民の方々に説明してもらうという体制を設けてはどうかと思うんで

すけども、この点について所見を伺うとともに、もし体制がすでにあるとすれば、それが

迅速に行えなかった原因についての所見を伺いします。 

また、私の県外の友人がボランティアで入りたいというふうに言ってくれていましたけれ

ども、県外の方はお断りするという方針があったため、残念ながら現地に入ることができ

ませんでした。 

この点、コロナ対策の観点から、県外の方はお断りするということだったのだろうと思い

ますけれども、仕事でも旅行でも、往来の自粛要請もかかっていない状況で、屋外の活動

への参加を断るというのはやや過剰な反応ではなかったのかと現地で思いました。 

もちろん、現地の市町の判断というのはあろうかと思いますけれども、知事の総括・所見

を伺います。 

最後に、農業の副業規定についてです。 

最近見ました日本農業新聞によると、今年に入り職員の副業許可対象に農業を明記する例

が相次いでいるということです。 

今までは農業や公務員が出てくることができない営利企業だと解釈されてきましたけれど

も、生産現場の深刻な人手不足を背景に、地域の農業を守ることが地域貢献や公共性に当

たると解釈したとのことです。 

この点福井県では、令和元年10月から「現場でかがやけ！福井県地域ビジネス兼業促進制

度」というのを創設して、域貢献活動社会や社会課題の解決に取り組む事業に参加できる

んだということなっておりますけども、職員に対する通知文書を拝見しますと、農業に関

する具体例としては担い手不足が深刻な農業組合法人等の事務補助との規制があるのみで、

あたかも普通の農作業は含まれないように思います。 

もちろん規模、時期、利害関係の有無など検討すべき項目は少なくないと思いますが、先

進自治体を参考に一般農作業を検討すべきと思われますが、所見を伺います。 

最期に、この制度を創設して約２年経過しておりますが、この職員が農業に従事すること

により、人手不足の解消だけでなく地域の課題再生のための課題立案になると思いますの

で、本制度について今後どのように進められていくつもりなのか、これも知事の所見を伺

います。 

 

議長／知事杉本君。 

 

杉本知事／山浦議員の一般質問にお答えを申し上げます。 

まず、大雨対策について県外からのボランティア受け入れ判断についてお答えを申し上げ

ます。 

災害ボランティアの募集については、これは現地の災害ボランティアセンターにおきまし

て、市や町、それから社会福祉協議会、さらには地域の団体の皆さんでお話し合いをいた
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だき、最終的には決定しているところでございます。 

今回の南越前町の状況については、これにてついてはおっしゃられたとおり、ボランティ

アを県外から受け入れること自体は、新型コロナの行動制限というのはなかったわけでご

ざいますので、形式的には可能だったということでございます。 

一方で、今回の災害の範囲が南越前町において、床上浸水以上の被災を受けたところが140

戸ということでしたので、大体過去の経験からして、県内のボランティアを募れば足りる

のではないかという見通しが立ったということと、それから、御指摘にもありましたけれ

ども、地域の住民の皆さんがやはり新型コロナのことを心配されまして、県外からは避け

ようというようなお話がございまして、まちのほうで最終的には県内のボランティアとい

うことで判断をされたというところでございます。 

これが被害がもっと大きかったら、地域の住民の皆さん、もしくは役場のところではどれ

ほどの人手がいるかは必ずしも分からないわけでございますので、こういうことは県が、

先ほどの御指摘、御質問にもあったんですが、データですとか、もしくは状況というのを

蓄積を、県の中でしていきながら、さらには地元の皆さんとも相談しながら、できるだけ

早く、早期復旧ができるようなそうしたボランティアの皆さんの受け入れ、募集、こうい

ったことを的確に助言をしながら進めていければと考えているところでございます。 

続きまして、県職員の兼業制度を今後どのように進めていくのかという御質問についてお

答えを申し上げます。 

県職員の兼業につきましては、職員の側からいうと、多様で柔軟な働き方ができるという

ようなことが一つございます。 

また、社会のほうからの要請からいえば、やはりこの人口減少という中で、人手不足とか

人材難、こういったこともあるわけでございまして、職員が特に時間外で自分の経験とし

て活動を行う、地域活動や奉仕活動を行うことは、職員のキャリアの形成にも役立ちます

し、また地域貢献にも役立つという側面があるわけでございます。 

そういったことで、御指摘いただきましたけれども、私になりましてから、新しく兼業の

範囲をできるだけ広げていこうと取組をさせていただいております。 

もちろん地方公務員ですので、あまり、利害のあるようなもうけばっかりのような事業に

行くということではなくて、やっぱり公共性の一定程度あるもの、こういったことを選び

ながらということになりますが、これまでに大体、毎年数名の方がこういう形で兼業を行

かせていただいております。 

結果としてもその中から、お二人の方が、例えば、ふくまち大学の運営に参加するとか、

また、親子関係なんかの支援をするようなＮＰＯ法人を立ち上げる、こういうことで県職

員をやめて転職をするといったことも起きているところでございます。 

私は、公務員を志して県庁の中で働くのもいい、また、福井県庁というのは外から若い方

をＵターンとかＩターンで受け入れる能力のある職場でもありますので、こういったとこ

ろで若い人を受け入れて、その上で、また、またその人たちがいろんな経験を県庁の中で

積みながらさらに外に出ていく、転職をしていくというような、人材バンク的な機能とい

うのが将来的にはあってもいいんじゃないかと考えているところでございまして、まずは

この兼業制度、こういったものを県職員の皆さんにもよく活用いただきながら、引き続き
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官から民への人の移動といったことも考えていきたいというふうに思っているところでご

ざいます。 

 

議長／総務部長鷲頭君。 

 

鷲頭総務部長／私からは１点、県職員の兼業制度が想定する地域ビジネスの事例に、一般

的な農作業を含めることについてお答えを申し上げます。 

令和元年10月に創設しました地域ビジネス兼業促進事業の許可実績といたしましては、令

和元年度が２件３名、令和２年度は７件８名、令和３年度は６件６名、そして、今年度は

現在のところ６件６名というところになっております。 

このうちの、農業関係につきましては、農事組合法人における監事、会計の事務的業務を

行われている２名のほかに、高齢化、担い手不足での農作業への従事が３名の方、また、

中山間地域の水田経営管理支援をしている方が１名、また、酪農生産者への技術指導が１

名の方がされておりまして、計７名が兼業促進制度を利用して農作業に従事をしています。 

今後は他県の取組も参考に、農林漁業等の繁忙期の産業支援を地域ビジネスの事例にあげ

まして、農業関連の制度活用についても積極的に周知してまいりたいというふうに考えて

ございます。 

 

議長／地域戦略部長吉川君。 

 

吉川地域戦略部長／私からは、ボランティア活動に必要な用具・機材の配布体制について

お答えをいたします。 

ボランティア活動に必要となる資機材につきましては、各土木事務所にスコップ、一輪車、

高圧洗浄機を配備しておりまして、災害時に現地災害ボランティアセンターの要請に基づ

き、貸し出しできる体制を平常時から整えております。 

一方、災害発生時には、ボランティアの皆様が持参困難なものや消耗度が高い資機材につ

きましては、被災状況に応じまして災害ボランティア活動資金を活用して調達することと

しており、今回におきましては、ポリバケツ、バール等を購入をいたしました。 

さらに、社会福祉協議会等の関係団体からは、デッキブラシ、ワイパー、鍬などが提供さ

れたところでございます。 

今後の資機材配備につきましては、今回の活動実績を検証する中で、災害ボランティア活

動支援の専門家の皆さんの御意見もお聞きしながら、平常時からできるだけ計画的に準備

することはもとより、例えば、民間事業者と協定を結んで災害時には最優先で資機材を貸

し出してもらえるような体制にするなど、緊急時に迅速に対応できるような体制をさらに

充実してまいります。 

 

議長／土木部長髙橋君。 

 

髙橋土木部長／私のほうから、災害時における建築士などの専門家の派遣体制についてお
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答え申し上げます。 

今回の水害におきましては、県のほうで浸水した家屋に関して、壁や床を剥がす場合の順

番、泥出し後の消毒や乾燥期間につきまして、県のホームページのほうに情報を掲載しま

して、それを市町のほうに連絡して、対応させていただいたところでございます。 

また、専門家の活用という意味では、南越前町におきまして、県が提供した土木建築工事

業者のリストに基づきまして、業者が直接住民から住宅復旧の方向ですとか期間、費用な

どについて相談できる体制を整えたところでございます。 

御提案がございました、建築士などの専門家の派遣体制自体は現在保留してございません

が、今回のこのような取組も含めまして、今後、県、市町、建築関係団体など、役割分担

をどうすればいいか含めて、関係者等で協議を行いまして、災害時により迅速に対応でき

る体制を構築してまいりたいと考えてございます。 

 

議長／教育委員会教育長豊北君。 

 

豊北教育長／私から、５点お答えさせていただきます。 

まず、埼玉県が行った経年調査、そして、埼玉県など先行する県に学ぶことについての必

要性、そしてメリットが少なく、また、付随するデメリットがあるのかと考えなのかとい

うの御質問に一括して答弁させていただきます。 

先日の代表質問の答弁では、例えば、得意な教科や苦手な教科など、把握した学習状況を、

指導要録等で子供１人１人に応じた指導に生かしていることをお伝えしたところでござい

ます。 

経年調査等につきましては、埼玉県の調査方法やその活用、費用対効果等をよく調べた上

で、本県の学力調査ＳＡＳＡに導入すべきかどうかを検討してまいります。 

次に、民間企業等との共同研究の事例及び共同研究を行う場合の判断過程等についてのお

尋ねでございます。 

本県では、例えば、2018年から若狭高校が横浜国立大学と民間企業の株式会社内田洋行と

の３者により、短期学習の評価指標の共同研究を行っております。 

今後も校長が各学校を所管する教育委員会と協議の上、例えば企業等が開発した教材を授

業で活用し、子供たちの感想を踏まえながら、より効果的な教材づくりも可能と考えてお

ります。 

次に、民間企業等との協力関係の構築及び県教育委員会との協力内容のお尋ねについて、

一括して答弁させていただきます。 

民間企業と協働して新たな教材開発やカリキュラム研究を行う場合は、その教育効果や有

用性を慎重に判断するとともに、教職員の業務負担も十分に考慮して進めてまいります。 

なお、民間企業が主体となった教材開発に教員が関わる場合は、報酬が発生するしないに

かかわらず、所管する教育委員会への申請が必要で、その際、教育委員会は教員がその授

業に従事することで、本務の遂行に支障がないかを考慮し、承認することになります。 

また、県教委としては協力を求められた際、その委任等を確認した上で協力をしてまいり

ます。 
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議長／山浦君。 

 

山浦議員／御答弁ありがとうございました。 

時間がそんなにありませんので１点コメント的なものですけれども、今教育長がこの経年

調査、ＳＡＳＡにこの導入していくべきかどうかを検討いただけるといっていただきまし

たので、本当に面白い事例があるということを、私としても一生懸命この検討結果を見守

らせていただいて、意見も言わせていただいて、ぜひ子供たちのその変化というものをし

っかり把握して教育環境、教育内容の向上に是非つなげて行ければなと思っているという

ことで、期待の言葉を申し上げたところで、私の質問を終わらせていただきます。 

ありがとうございました。 

 

議長／以上で山浦君の質問は終了しました。 

力野君。 

 

力野議員／自民党福井県議会の力野でございます。 

本日最後の一般質問となりました。 

よろしくお願いいたします。 

初めに、原子力政策について伺います。 

我が会派、代表質問でも伺っていますが、立地地域に住む議員として伺いたいと思います。 

先月開催されましたＧＸ実行会議で岸田首相は、原子力発電所の稼働について、再稼働済

みの10基に加え、設置許可済みの再稼働に向け、国が前面に立って対応することを示した

ほか、さらに電力の安定供給に向けて、次世代革新炉の開発や新増設、リプレースについ

ても言及し、今までとは一歩前進したと評価いたします。 

しかし、最長60年とした原子力発電所の運転期間をさらに延長できないか検討するとある

ことには、立地地域に暮らす者として疑問に感じたところであります。 

政府の要請で発電所が停止し、原子力規制委員会の審査に要した時間を考慮すること、つ

まり止まったままの時間を考慮することは理解しますが、アメリカやフランスのようにさ

らに運転期間を延長しようとする議論は、立地地域の思いを汲んでいるのか、私には違和

感があります。 

立地自治体の首長もＧＸ実行会議での岸田首相の発言にコメントを出し、一定の評価をし

ています。 

少し前、県経団連、福井県環境・エネルギー懇話会がエネルギー原子力政策に関する提言

書をエネ庁、保坂長官に提出し、原子力発電所のリプレース新増設や次世代型原子炉の開

発推進を求めています。 

それぞれの立場でコメント、発言をされていますが、統一しているのは国民の生活と経済

活動の発展、エネルギーの安定供給と安全保障の観点と併せて、立地地域の将来を見据え

たものと捉えることができます。 

エネルギー政策の中で原子力の果たす役割は、資源の少ない我が国において（？）、大変
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重要で、ＣＯ２削減の実効性を上げるためにも今後必要であると考えます。 

立地地域が半世紀以上、国策に協力し、日本の経済発展を支えてきたことは紛れもなく事

実であり、本県の発展に寄与してきたこともそうであります。 

とはいえ、過去には発電所でトラブルが発生する度に、風評被害に遭ってきたのは立地の

市町でした。 

原子力発電所に潜在的にあるリスク、ゼロではないリスクに向き合ってきたのも、立地市

町の住民であります。 

全国どこも立地地域の理解なしには進みません。 

私は、いわゆる原子力推進派と言われる議員であります。 

これからも原子力発電所と共生し、この地域で暮らし、子供や孫たちの世代、次の世代に

地域の発展と安全な暮らしを約束することが、私の務めであると考えています。 

福井県原子力行政の三原則、１つに安全の確保、２つに地域住民の理解と同意に向けた取

組、３つに地域の恒久的福祉の実現を掲げています。 

地域住民にとっては60年超となれば見えない劣化も心配しますし、少しでもトラブルや事

故リスクをゼロに近づけるためには、新型炉で運転していただきたいと思うのは当然では

ないでしょうか。 

地域経済にとっても大きな需要に期待もできます。 

運転期間の延長議論を傍観せず、既存の発電所の審査を効率よく進め、再稼動し、最新の

設計思想での新増設リプレース、それこそが立地地域から次のＧＸ実行会議に向けて発言

することではないかと考えますが、知事の所見を伺います。 

秋ごろに予定される国の原子力防災総合訓練の想定は、国内初の40年超運転、美浜発電所

３号機を対象に実施されると思われますが、その規模は、国の機関、県、市町、そして住

民参加となれば相当な人員が参加することになります。 

感染症流行下では、昨年同様、参加人数が絞られることが想定される中、どれだけ実効性

を上げられるか心配もします。 

県の考えを伺います。 

 

議長／知事杉本君。 

 

杉本知事／力野議員の一般質問にお答えを申し上げます。 

私からは、運転期間の延長議論を傍観せず、再稼働や新増設、リプレースを次のＧＸ実行

会議に向け、発信することについてお答えを申し上げます。 

原子力の将来像が曖昧なままでは、事業者の安全投資がおそろかになりまして、結果的と

して原子力の人材も集まらなくなって、立地地域の安全性にも影響があるということは

常々申し上げているわけでございまして、私は国に対して、原子力の将来の規模、それか

らそこへの道筋、それを明らかにするように求めているところでございます。 

こうした中で、先月、御指摘をいただきましたように、国のＧＸ実行会議が開かれまして、

この中で再稼働の話、それから運転期間の延長、さらには次世代の革新炉の開発、建設な

どについて年内に結論を得るべく（？）議論を行っていくといった方針が示されたところ
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でございます。 

このうち、御指摘もありましたけれども、運転期間の延長、これにつきましては私といた

しましても、科学的、技術的な根拠、こういったことを示しながら、規制当局も一緒にな

ってしっかりと議論を行って、方向性を示すべきだというふうに考えているところでござ

います。 

立地地域といたしましては、既設炉を活用するということであっても、また、次世代型の

革新炉、これを開発、建設する、そういう場合であっても、安全が第一であるというふう

に認識をいたしているところでございます。 

国はこうした視点に立ちまして、まず、原子力の将来像を明確にしていただいて、その上

で責任あるエネルギー政策、こういったものを実行していっていただきたいと考えている

ところでございます。 

 

議長／安全環境部長野路君。 

 

野路安全環境部長／私からは、原子力防災訓練の実効性の確保についてお答え申し上げま

す。 

今年の原子力防災訓練につきましては、国の主催でありまして、現在、国が関係機関とそ

の訓練内容や参加機関の規模などの調整を行っているところでございます。 

県としましては、昨年度、コロナ禍によりまして県外避難を実施しなかったということも

ございまして、これは今後のコロナの状況にも当然よりますけれども、できるだけ多くの

方が参加した県外避難訓練が実施できますよう、市町や国と調整を行っております。 

一方で、感染症対策といたしましては、避難スペースの確保、ＬＩＮＥの活用によります

避難所受付の混雑緩和などに引き続き取り組んでまいります。 

また、自衛隊のヘリや船舶などの増強によりまして、多様な避難手段の確保を国に求めて

おります。 

コロナ禍におきましても、訓練の実効性が上がるよう、進めてまいりたいと考えておりま

す。 

 

議長／力野君。 

 

力野議員／最新の発電所の建設には、安全装置の副軸化や（？）、地震、津波対策、テロ

対策と、建設費用が高騰し、電力事業者も国が原子力政策の方向性を示さない状況では、

新増設を進めることにちゅうちょしているのではないでしょうか。 

例えば、原子力発電所は国が建設し、運転管理を実績のある電力事業者が担うといったス

キームも、議論の俎上に上げるべきではないでしょうか。 

それこそ、立地地域の安全・安心につながるのではないかと思います。 

御一考いただきたいと思います。 

次に、大雨災害による交通遮断について伺います。 

今回の大雨で南越前町や勝山市で、多くの家屋が浸水し、河川道路にも大きな被害が出ま
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した。 

被災された方々に心からお見舞い申し上げますとともに、一日も早く元の生活を取り戻せ

るようにお祈りいたします。 

今回の水害により、北陸自動車道、国道８号、敦賀と南越前町を結ぶ２本の県管理道路も

全て土砂の流出で交通遮断が発生しました。 

ＪＲ北陸線も線路盛り土が流されて運休、一昨年冬の大雪による交通遮断の記憶も覚めや

らぬうちに発生した自然災害であります。 

降り始めからの総雨量は今庄地区で400ミリを超え、甚大な被害になりました。 

昼夜を問わず、対応に当たられた関係者、ボランティアの方々に敬意と感謝を申し上げま

す。 

今回の豪雨が明け方、明るくなってから降り出したことが幸いし、人的被害が出なかった

ことがせめてもの救いかと思います。 

自衛隊、海上保安庁、消防、警察など、あらゆる機関が救出に当たられました。 

感謝であります。 

今月２日に福井県海上保安議員連盟の視察で、敦賀海上保安部、大型巡視船「つるが」乗

船の際、今庄地区で孤立した２名の方のヘリ救出活動の映像を拝見しました。 

緊迫した救出活動の実態も伝わってきましたが、これも夜間だとかなわなかったことでは

ないでしょうか。 

知事は、敦賀、武生駅間に（？）無料のシャトルバスを運行するなど、交通遮断の回復に

あらゆる角度から実行されたことは素早い判断と経緯を表します。 

県内各市町からの職員派遣、緊急物資の提供など、支援が届けられましたが、生活再建、

インフラ復帰はこれからであります。 

県には引き続き迅速な対応をお願いいたします。 

先月、新聞紙上に、公共事業の予算のうち、未執行となった翌年度への繰り越された額が

約４兆円となったという記事が掲載されました。 

主な要因は、国土強靭化関連費ということで、補正予算の決定が遅く、繰り越される事業

が発生すると想定されます。 

一方で今回の災害で、改めて道路の強靭化の予算を含め必要性と緊急性が高まったのでは

ないでしょうか。 

特に、国道８号線と北陸自動車の同時遮断は県民の南北移動のみならず、北陸圏の人流、

物流の遮断にほかなりません。 

国道８号、南越前町間の道路強靱化は期を待つ余裕もありません。 

北陸三県知事懇談会など協力も得て北陸圏関西中京圏の課題として一日も早い整備要請を

お願いいたします。 

櫻本副知事に所見を伺います。 

併せて、観光誘客に大きな役割を果たし、道路の補完機能が期待されるしおかぜラインの

強靭化整備は以前から要請しておりましたが、その後の県の取組状況を伺います。 

 

議長／副知事櫻本君。 
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櫻本副知事／私から、国道８号、敦賀、南越前間の道路強靱化における整備要請について、

お答えをいたします。 

国道８号は、北陸圏と関西・中京圏とを結ぶ日本海側の国土陸上にあり、人流、物流、両

面から重要な役割を担う道路であります。 

これまで南越前町、敦賀市間や、石川県境では、過去10年間で20時間以上の通行止めが、

今回を含め４回発生しており、特に今回は92時間の通行止めとなるなど、御指摘のとおり、

県内はもとより、圏域間の交通に大きな影響を及ぼしたところであります。 

これらのことから、国道８号の強靱化は、喫緊の広域課題であり、今後、近隣県との知事

懇談会の場などにおいて積極的に提言し、連携協力してその実現を国に対し強く要請して

まいりたいと考えております。 

 

議長／土木部長髙橋君。 

 

髙橋土木部長／私のほうから、しおかぜラインの強靱化の取組についてお答え申し上げま

す。 

嶺南と嶺北を結ぶ重要な道路の一つでありますしおかぜラインにつきましては、昨年度策

定した道路整備プロファイルに整備箇所として位置づけをしておりまして、計画的にのり

面対策ですとか、劣化対策を（？）推進していくこととしております。 

まず、のり面対策でございますが、こちらにつきましては、平成18年度までの点検で対策

が必要とされた77か所に対しまして、これまで26か所で対策が終わっております。 

現在は、４か所で落石防護柵などの工事を実施しているところでございます。 

また、劣化対策（？）につきましては対策が必要な15か所のうち、発生頻度が高く、家屋

がある南越前町の大谷付近の５か所におきまして、平成22年度から消波ブロックの設置を

進めておりまして、これまで４か所の対策が完了し、令和５年度中には５か所全てで対策

が完了する予定でございます。 

引き続き、国土強靱化の予算も活用しまして、それぞれの対策を進めて、高波、落石に対

して安全で災害に強い道づくりに努めてまいりたいと考えてございます。 

 

議長／力野君。 

 

力野議員／ありがとうございます。 

８号線はもはや県内の問題ではなくて、整備のまだ上がっていない部分約10キロでありま

す。 

しっかりと整備計画に上げていただいて、一日も早くやっていただきたい。 

また、同じことが繰り返されないことを願っておりますので、よろしくお願いいたします。 

次に、港湾機能の拡充について伺います。 

重要港湾である敦賀港は、鞠山北地区、鞠山南多目的国際ターミナルと整備が進み、順調

に実績を積み上げております。 
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また、昨年末には敦賀港港湾計画が改定され、さらに整備が進むことが期待されます。 

知事も鞠山南の岸壁延伸を国交省に強く要請されているところであります。 

敦賀港は国際港として海外からの定期便も就航し、順調に増えており、ポートセールスを

担う部署ではさらなる航路の開拓に力が入るところだと期待をしています。 

長期構想の中で、日本海側高規格ユニットロードターミナルの形成を掲げており、更なる

整備の促進お願いいたします。 

貨物取扱量日本海側港湾では、新潟港に次いで２番目に多く、阪神、中京圏とも近いため、

地理的要因を考えれば大変優位であり、高速道路のアクセスの良さも今後、貨物集約が進

む要因と思われます。 

そんな中で、６月に丸山北地区にある多目的クレーンの突然の故障で、バルクの荷役に多

大な障害が出てしまいました。 

港湾事務所に状況を伺ったところ、緊急の大胆として、鞠山南国際ターミナルのガントリ

ークレーンで定期入港の石炭荷役を行ったとのことで、荷主・船社にも多大な迷惑をかけ

ることになってしまいました。 

故障した多目的クレーンは１機しかなく、心配したリスクが現実になったわけであります。 

昨年12月議会、予特で鞠山南のガントリークレーンが１機では不測の事態に対応できない

旨、質問しましたが、その際部長は毎年点検し、故障をしたら早急に修理すると答弁され

ました。 

今回の故障について、調査委員会を設置、原因を調査、修理に当たるとしていますが、多

目的クレーンの修理には１年以上の工期が必要とのこと。 

修理については、専決で対応をいただきましたが、我が会派の代表質問において、工事期

間中の代替案として鞠山南のガントリークレーンを活用するとの答弁でした。 

これまで北地区の多目的クレーンを利用していた船舶だけでなく、南地区を利用している

船舶にも影響が生じるのではないでしょうか。 

こういった影響どのように考え、荷主・船社が離れないよう、どのように対応するのか、

所見を伺いします。 

また、多目的クレーンのある鞠山北には北陸電力敦賀セメントが保有するクレーンがあり

ますが、ともに２台体制であります。 

県が設置管理する多目的クレーンは設置から30年以上経過し、現在リプレース用として新

たな多目的クレーンを建設していると思いますが、リスク低減に修理が完了した既存の１

機と、新たな１機の合わせて２機体制にすべきと考えますが所見を伺います。 

また、我が会派の代表質問で知事からクレーン故障時のため複数台設置を検討する趣旨の

答弁がありました。 

コンテナ荷役用（？）ガントリークレーンも１機であり、不測の事態に備え２機にすべき

と提言しましたが、ガントリークレーンの複数台設置をするということでよろしいか伺い

ます。 

福井港には、石油備蓄があるため、港の安全確保のために消防艇が配備されています。 

消防艇を有する民間事業者に防災業務を委託していると聞いています。 

また、お隣の石川県の七尾港にも消防艇は配備されており、湾内の船舶火災に備えていま
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す。 

ところが敦賀港には、石炭や発電用の木質チップが荷揚げされる港でありながら、いまだ

に消防艇の配備がされていません。 

敦賀港長期構想には防災体制確保に向けたハード・ソフト対策を平常時から進めるとあり

ます。 

年々増加する船舶の安全と対外的信用のため、早急に配備するべきと考えますが所見を伺

います。 

 

議長／土木部長髙橋君。 

 

髙橋土木部長／私から、４点お答えを申し上げます。 

１点目が、敦賀港南側を利用している船舶への影響と荷主などが離れないかのための（？）

対応についてでございます。 

鞠山南地区のガントリークレーンにつきましては、コンテナ貨物の取扱いを目的としてお

りまして、現在、週４便のコンテナ船荷役を行っているところでございます。 

また、故障しました鞠山北地区の多目的クレーン、この修繕期間中の代替荷役につきまし

ては、例えばクレーン付きの船舶を利用していただく、こういったことなど、鞠山北地区

の利用者の方にもできるだけ影響を小さくするような荷役候補を調整しているところでご

ざいます。 

このような中で、仮に鞠山南にありますガントリークレーン、こちらのほうを利用する場

合につきましては、鞠山南地区の荷役が行っていない間の代替荷役ということで、鞠山南

地区の利用者に影響が生じないような形で日程などを調整しているところでございます。 

引き続き、敦賀港を利用してもらえるよう、利用者の意見を聞きながら必要な対策につい

て講じてまいりたいと考えてございます。 

次に、鞠山北地区の多目的クレーンを２機体制にすることについてお答えを申し上げます。 

鞠山北地区の多目的クレーンにつきましては、現在修繕工事に着手しておりまして、令和

５年９月完了を予定をしてございます。 

この多目的クレーンにつきましては、故障前から老朽化が進んでおりましたので令和３年

度より新規のクレーンの導入に向けまして設計に着手しておりまして、来年度から工事を

行い、令和７年度完成を予定していたところでございます。 

この新規のクレーンにつきましても、今後、整備を進めていきまして、新たなクレーンが

完成後につきましては今回、修繕をする既存のクレーンと合わせて、当面２機体制で運用

してまいりたいと考えてございます。 

次に、鞠山南地区のガントリークレーンの複数台設置についてお答えを申し上げます。 

今回の鞠山北地区の多目的クレーンの故障を受けまして、複数体制の必要性、重要性につ

いて改めて認識したところでございます。 

鞠山南地区のガントリークレーンにつきましては、現在１機体制でございますけれども、

２機目の導入に向けまして、他港の運用状況ですとか、導入の際の費用、こういったもの

を調査行いますとともに、今後、荷役業者などの関係者と協議の場を設けまして、２機体
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制での運用面の方法ですとか、２機目のガントリークレーンに必要な能力、こういったも

のについて検討を進めてまいりたいと考えてございます。 

最後に、敦賀港における消防艇の配備についてお答えを申し上げます。 

まず、国家石油備蓄基地や石油会社などが所在しております福井港につきましては、石油

コンビナート等、災害防止法に基づきまして、災害の拡大防止対策などが義務づけられて

いるところでございまして、消防艇が配備されているという状況になってございます。 

一方、敦賀港につきましては、この法令の義務はございませんが、有事の際に、各岸壁及

びそれから貯炭場に消火栓の設備を配置しているほか、敦賀海上保安部の放水設備を備え

た巡視船などによって対応を行う予定としてございます。 

今後、消防艇の配備につきましては、敦賀港の防災体制強化を議論する中で検討していき

たいと思いまして、例えば、今後、ＬＮＧなどの新たな貨物が取扱いされるといったよう

な状況を踏まえて、海上保安部や消防などの関係機関と協議を行って、検討してまいりた

いと考えております。 

 

議長／力野君。 

 

力野議員／何とか２機体制、しっかりとやっていただきたいと思います。 

また、消防艇ですけど、福井港の倍は国家備蓄ということで、国のほうが既に２艘といい

ますか、２機の消防艇は確保している上で、県が１機、整備しているということでありま

すので、敦賀港もぜひ１機ぐらいは用意する必要があろうかと思います。 

よろしくお願いいたします。 

最後に、全国豊かな海づくり大会について、以前も要望しましたが、あきらめずに質問と

提言をさせていただきます。 

来月20日に、全国農業担い手サミットｉｎ福井が開催され、全国から関係者が福井に集う

ことになります。 

来県する皆様を関係者みんなでお迎えしたいと思います。 

また、来年の10月には、第45回全国土地改良大会福井大会が開催され、これもまた関係者

が福井に集うことになります。 

そこで、以前にも予特などで提言、要請してきましたが、全国豊かな海づくり大会の本県

開催についてであります。 

全国豊かな海づくり大会とは、生産資源の維持・培養と海の環境保全に対する意識の高揚

を図るとともに、水産業に対する認識を高めるため、国民的行事として、また、水産業の

振興に資するために行われます。 

県立大学に新たに先端増養殖学科の新設をするなど県を上げて水産業に力を入れており、

何より本県で水揚げされる魚介類は、まさに日本一と自慢できる海が福井県にあることを

重ねて全国発信できることになります。 

また、過去に開催された他県の例では、経済波及効果が11億円あったという報告もありま

す。 

大会は天皇皇后両陛下をお迎えして開催され、全国植樹祭・国民体育大会・国民文化祭と
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並び、御存じのように四大行幸啓の一つに位置づけられております。 

１年半後には北陸新幹線福井敦賀開業を迎え、東京と１本のレールでつながることになり

ます。 

飛躍的に本県の知名度もアップしてきます。 

新幹線開業を機に、全国豊かな海づくり大会開催に本気で手を挙げてください。 

知事の決意をお聞かせいただきたいと思います。 

 

議長／知事杉本君。 

 

杉本知事／全国豊かな海づくり大会の開催について、お答えを申し上げます。 

全国豊かな海づくり大会につきましては、前回は昭和61年に現在の上皇、上皇后陛下が、

まだ皇太子、皇太子妃の時代でしたけれども、御臨席を賜りまして、小浜市におきまして

盛大に開催をされたというふうに伺っているところでございます。 

この大会を誘致するということ、開催をしていただけば、福井県における様々な水産振興

の取組、こういったことを全国にＰＲできる、そういうすばらしい機会になるというふう

に認識をいたしております。 

最近で言えば、福井県では越前がにはもちろんですけれども、そのほかにも、例えば福井

の甘えびですとか、また福井サーモンとかマハタとか新しい魚種も出ています。 

さらに、敦賀真鯛とかブランド魚はたくさんあるわけでして、こういったものを全国にＰ

Ｒができる。 

さらには、先ほど御指摘もいただきましたが、県立大学の先端増養殖科学科、こういった

ものも中心にしながら、水産学術産業拠点、かつみ水産ベースと申し上げておりますけれ

ども、こういったものも含めて、産官学が連携をしながら増養殖の推進を行っているわけ

でございまして、こうした取組も全国に発信ができるというふうに考えているところでご

ざいます。 

この大会につきましては、漁連ですとか、それから漁協、こういったところの御理解とい

うこともいただいているところでございまして、今後、開催をする市や町、こういったも

のの協議を進めながら、開催の時期ですとか費用負担、こういったことの御理解もいただ

きつつ、本県への誘致を進めていきたいと考えているところでございます。 

 

議長／力野君。 

 

力野議員／ありがとうございます。 

進めていくということで、期待しております。 

令和６年はもう決まっているということを聞いておりますので、ぜひ７年あたりをターゲ

ットに、あと３年ありますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

それと、実は東京からレールで終点が、かがやきですと終点敦賀駅というアナウンスが流

れるわけでありまして、名古屋からはしらさぎが、敦賀が終点でありまして、大阪からは

サンダーバードが、敦賀が終点、ぜひ敦賀のみでやっていただきたいことをお願いいたし
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まして、私の一般質問を終わります。 

ありがとうございました。 

 

議長／以上で、力野君の質問は終了いたしました。 

以上で、本日の議事日程は全部終了いたしました。 

明14日は、午前10時より会議を開くこととし、議事日程は当日お知らせいたしますので、

御了承願います。 

本日は、以上で散会いたします。 

 


